
 

島根県監査委員公表第５号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 38 第６項の規定に基づき、島根県知事及び

島根県教育委員会教育長から令和元年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置について通知が

あったので、同項の規定により次のとおり公表する。 

  令和２年 10月 23日 

                          島根県監査委員 須 山   隆   

同        山 根 成 二 

                                                       同        大 國 羊 一   

                                                          同        後 藤   勇   

令和元年度 包括外部監査結果報告書における指摘・意見について 

１ 包括外部監査の特定事件 

公の施設の管理・運営並びに今後の活用について 

２ 包括外部監査の結果に基づく措置等 

次のとおり 

  



 

令和元年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の内容 

テーマ 公の施設の管理・運営並びに今後の活用について 

指摘事項・意見 処理方針・措置状況 

共通-1指定管理料の支出負担行為に関する事項 

【指摘事項】 

基本協定書及び年度協定書が指定管理者の実

施すべき業務内容を定め、それに対して地方自治

体が支払う指定管理料の金額を定めていること

は、「協定」という名称であっても、双方当事者の

権利と義務に関する合意としての「契約」と同じ

であり、指定管理者の指定が行政処分であるか

ら、地方自治法の契約に関する規定が適用されな

いとの解釈は形式的に過ぎる。また、地方自治法

第 244条の２第７項が指定管理者に対し毎年度終

了後に事業報告書の提出を義務づけていること

が、会計規則第 55 条第４項の「他の規則その他

の規程に特別の定めがある場合」に該当するか

ら、会計規則による精算を要しないとの見解につ

いては、会計規則第 55 条第４項は、あくまで概

算払の精算をすることは当然の前提として、その

精算報告書等の提出後の手続きについて特別の

定めがある場合について定めたものであると考

えるべきである。従って、県は指定管理料につい

て概算払いに拠っている場合、適切に精算処理を

行うよう、事務処理の運用を改めることが求めら

れる。 

一方の基本協定書に定める事業報告書の提出

とその確認は、指定管理者の業務の実施状況及び

施設の管理状況をチェックする制度であるのに

対し、他方の地方自治法第 234条の２第１項、会

計規則第 70 条の５で定める履行検査は県費の適

正な支出をチェックする制度であることから、両

者はその制度趣旨が異なる。このため、精算処理

を行う場合には検査調書の作成も必要となると

考えられ、県は事務処理の運用を改めることが求

められる。 

仮に指定管理者制度による協定が契約に該当

しないとしても、公金を支出することには変わり

がなく、当該協定に基づく履行状況が適正に為さ

れ、目的が達成されたのかを厳格に確認すること

は契約に基づくものと同様と考える。また、指定

管理者制度が導入される前においては、委託によ

り業務が遂行されることが通例であり、その場合

には会計規則に基づいて履行確認が行われ、検査

調書が作成されていたと推定される。従って、指

 

（審査指導課、人事課） 

指定管理料の支払いにあたっては、指定管

理業務が履行されていることを確認する必

要があり、概算払により支払う場合には、業

務完了後に履行確認の上、精算処理をする必

要がある。施設所管課は、指定管理者から毎

月提出される業務報告書や事業年度終了後

に提出される事業報告書により、指定管理業

務が適切に履行されていることを確認して

いるが、本業務は契約にあたらないことをふ

まえ、検査調書の作成は不要としていた。 

このため、令和 2年 3月、指定管理業務の

履行確認にあたっては会計規則の規定に準

じて検査調書を作成することとし、人事課と

審査指導課の連名により施設所管課に通知

した。 

令和 2年度の会計検査では、指定管理業務

の履行確認を重点検査項目としており、本通

知の適正な執行を指導していく。 



 

定管理料の支払いには（ゼロ精算であっても）会

計規則に基づく「履行確認」及び「検査調書」は

必要であり、会計規則を準用若しくは改正すべき

と考える。なおその際、地方自治法 244条の２第

７項と協定書が定める事業報告書の提出及び確

認と、地方自治法第 234条の２第１項と会計規則

第 70 条の５が定める履行検査は、両方とも行わ

なければならないことを明らかにし、然るべき部

局が各課に周知徹底する必要がある。 

共通-2 行政財産の使用に関する事項 

【意見】 

対象とした施設のうち、指定管理者制度を採用

している施設の指定管理者が県の各施設に現地

事務所を設けて事業を行う場合、理論上全ての団

体が使用料減免基準 の「本来県の行う事務又は

事業の全部または一部を県に代わって行う団体」

に該当し、その事務所部分に関する行政財産使用

料は全額免除されることになる。 

この点、監査対象とした施設のうち、一部の施

設について使用料の減免を受けていないケース

があった。このような指定管理者間の不平等を解

消するために、県はあらためて指定管理に関する

行政財産使用料の免除状況を網羅的に把握し、対

応を検討されたい。 

また、指定管理者の中には、指定管理者である

法人自体の住所を県の施設に置き、指定管理業務

に直接関係しない業務（団体全体の管理業務や指

定管理業務に関連しない自主事業等）に使用して

いるケースがあり、この点についての事務も各施

設で取扱いが異なっていた。この場合、減免規定

に関する事務のバラつきの問題だけでなく、指定

管理業務とは無関係の業務部分を含めて減免対

象とすることの合理性の問題も生じる。即ち、指

定管理者の、指定管理業務とは無関係の部分につ

いても対象施設を使用し、かつ全額又は一部減免

を受けている団体と、法人の管理部門を独自に他

所に賃貸している団体とは平等な取り扱いを受

けているとはいえない。 

ついては、上記の 

①バラツキの問題 

②指定管理業務とは無関係の業務部門も減免

の対象となっていることの可否 

③②を可とした場合、法人の指定管理業務以外

の部門（管理部門等）を他所に設けている団

体と取り扱いが不平等になるのではないか

という懸念 

 

（管財課、人事課） 

指定管理者が施設の一部を事務所等とし

て使用する場合の使用料減免状況を調査し

たところ、いずれの指定管理施設において

も、指定管理業務を行うための事務所として

の使用部分に対して使用料を徴収していな

かった。 

なお、一部の施設について使用料の減免を

受けていないケースがあったとの指摘につ

いて、詳細を確認したところ、事務所を指定

管理業務の使用部分とその他業務の使用部

分に区分し、その他業務の使用部分について

使用料を徴収していたものだった。 

また、法人の管理部門の事務所としての利

用については、それぞれの法人の事業内容

や、県からの出資状況等に応じて、使用料減

免基準に基づき使用料減免措置を行ってい

ることを確認した。これらの減免措置は公益

上又は県の事務若しくは事業の遂行上の必

要によるものであり、他の団体との不平等が

生じるものではないと考える。 

今後も、指定管理施設における使用料の減

免措置について、規程に基づき適切な事務の

執行を行う。 



 

について、方針及び規定を整理し、適切に事務

を執行されたい。 

１．島根県立しまね海洋館 

【2-1意見】 

 当施設は県全体、特に県西部エリアの代表的な

観光資源の一つであるため、県の施設として安価

なサービスを県民に提供する責務があるとの見

解は理解できるが、今後ますます厳しくなる県の

財政状況を考えると、受益者負担率 Should be値

との乖離は看過できない。現在、当施設の入館料

は開設当初設定されてから事実上改定されてお

らず、県はコスト（建設費や運営費など）回収的

なアプローチによる検討は現在まで具体的には

行っていない。 

 当施設の入館者数は、延床面積規模が同規模で

ある下関市立しものせき水族館の半分程度であ

り、規模が半分以下である宮島水族館の 2/3 程度

である。来館者の発地別分析の結果として四国か

らの入館者を増加させたいと考え、四国へのプロ

モーションを強化中とのことであったが、高知県

立足摺海洋館が 2020 年７月にリニューアルオー

プンする（新愛称：SATOUMI）ため、厳しい状況は

今後も続く可能性がある。一方、入館料について

は、同規模の下関市立しものせき水族館より一般

で３割以上、小中学生で５割弱低い状況にあるこ

とが分かる。 

 このため、県は現状を踏まえ、入館料の改定を

視野に入れ、増収に向けた施策や増客のための打

ち手をさらに強化すべきである。 

一方、目標とする収益とコストとの乖離幅が大

きくなった場合や大規模修繕を行う場合につい

ては一般財源の負担がさらに増加する可能性が

あるため、その都度入館料の変更要否について検

討する仕組みを構築する措置も、合わせて検討す

べきである。 

 

（しまね暮らし推進課） 

当施設の入館料を現状で増額することは、

利用者離れも懸念されるため、今後、新たに

大規模な施設整備等を行う場合に、入館料の

見直しの検討を行うこととし、当面は効果的

なＰＲや魅力アップを図ることで、入館者数

の増加並びに入館料の増収を図り、利用者一

人当たりの行政コストの低減に向けて努力

していく。 

また、延床面積規模が同規模である神戸市

立須磨海浜水族園にあっては当施設と同額

程度の入館料、東京都葛西臨海水族園にあっ

ては当施設の1/2程度の入館料となってお

り、全国の公立水族館と比較した場合にも、

必ずしも低いとはいえない。 

【4-1意見】 

県は、当施設に関する指定管理者制度導入当初

は「公募」としていたが、第２期（平成 22年度）

以降は非公募により運用している。 

一般に非公募とする際には、指定管理制度の利

点を減殺させる可能性があるため、その必要性が

ある場合に限定されるべきである。従って、その

原因が「特殊なノウハウや専門性」が本当に特定

の団体に限定されるのか等について、他都市の事

例や民間事業者へのサウンディングを行い、十分

に検証し、当該検証の経緯や証跡を保存する必要 

（人事課、しまね暮らし推進課） 

当施設の設置目的達成のためには、指定管

理者において、シロイルカの飼育技術だけで

なく、繁殖技術が必要不可欠であるが、国内

でシロイルカを飼育している水族館のうち、

繁殖から飼育まで成功している事業者は現

在の指定管理者と他１者のみであり、特定の

事業者に限られることから、非公募の合理性

はあると考えられる。 

なお、非公募の基準において、この点を明

確にするため、これまで具体的な事例を「水



 

がある。さらに、最終的には第三者委員会やワー

キンググループ等により自治体等の特性を踏ま

え、第三者委員会等による検討を経る等の手続も

有効と考えられる。 

この点、県は指定管理制度運用に係る共通ガイ

ドライン（島根県総務部人事課・財政課平成 16年

９月 21日制定令和元年５月 16日最終改正）にお

いて、指定管理者の募集方法を原則公募としなが

ら、特別の事情（水生生物の飼育・展示に係る施

設など）があると認める場合には非公募とするこ

とができる旨規定している。水生生物の飼育員が

一定期間で入れ替わることは生体管理上課題が

あることは理解できるが、当該課題解決のための

施策やアイデアを入り口から遮断することは不

合理であり、また、他県の事例には公募としてい

るケースも多い。さらに、県が当初行ったサウン

ディングの対象とした７施設のうち３施設が非

公募であったが、現在ではこのうち１施設（羽生

水郷公園）が公募に転換され、残る２施設は周辺

の施設を含めた一体管理可能な唯一の先である

ことが非公募とされた理由に含まれている点で

当施設とは状況が異なる。 

生生物の飼育・展示に係る施設など」として

いたものを「水生生物の飼育・繁殖・展示に

係る施設など」に改訂する。 

【4-2意見】 

収支経理管理について、県は業務報告書の確認

のみで、収支管理簿(現金出納帳)や指定管理者の

帳簿の査閲による確認は行っていない。当該手続

のみでは、収支に指定管理外の経費の混入等の事

実があったとしても把握することができないた

め、手続として不十分である。このため、少なく

ともサンプルベースで指定管理者の収支管理簿

や帳簿を査閲し、不合理な点がないか否かについ

て心証を得る手続を追加すべきである。 

（しまね暮らし推進課） 

指定管理者の収支管理簿や帳簿等と証拠

書類をサンプル抽出により突合するなど、実

地調査を行う。 

【4-3意見】 

減免規定が適切に運用されているかについて、

県は減免対象人数等の確認を行うのみで、減免申

請書等の確認は行っていない。申請書が多いため

確認ができないとのことであるが、牽制のため、

サンプルベースで申請書の現物を確認し、減免対

象人数、減免額に不合理な点がないか否かについ

て心証を得る手続を追加すべきである。 

（しまね暮らし推進課） 

減免対象者、人数、減免額等に不合理な点

がないか、サンプル抽出により減免申請書等

を確認する。 

２．島根県立美術館 

【2-1意見】 

当施設は大規模公立美術館として、県内の文化

振興における重要な役割を担っている。県の施設

として安価なサービスを県民に提供する責務が

あるとの見解は理解できるが、今後ますます厳し

 

（文化国際課） 

中四国の類似施設の料金の平均と比較し

たところ、当館の観覧料は必ずしも低いとは

言えない。 

観覧料を引き上げた場合、利用の減少に繋



 

くなる県の財政状況を考えると、受益者負担率

Should be値との乖離は看過できない。現在、当

施設の観覧料は開設当初設定されてから事実上

改定されておらず、県ではコスト（建設費や運営

費など）回収的なアプローチによる検討は現在ま

で行われていない。 

この点、監査人が収集した、近隣の公立美術館

の観覧料等のベンチマークから見ると、当施設の

入館者数（観覧者以外の利用者も含む）は他のベ

ンチマークに比べて多く、県や指定管理者の取り

組みが奏功していると考えられ、特に平成 30 年

度は入館者数が 360 千人と前年の 1.77 倍に上り

（観覧者数は 1.59倍）、好調に推移した。一方、

常設展の観覧料はベンチマークに比して３割程

度低く、足立美術館と比較すると１割強程度であ

り、観覧料を上乗せする余地がある。平成 30 年

度程度の観覧者数を前提として、仮に単価を 400

円（現行 300円）とした場合、受益者負担率を 15%

程度まで引き上げられる可能性がある。 

当施設の場合、年間のコストが 800百万円を超

える年度もあり、運営に相当大きなコストが負担

されていることを考えると、県は現状の当施設の

特性や性格を踏まえ、あるべき受益者負担割合を

設定し、観覧料収入と行政コストとを勘案して観

覧料を設定することが望ましい。また、設定した

受益者負担割合と上記収支状況を継続してモニ

タリングし、乖離状況が大きくなった場合にはそ

の都度観覧料を設定する等の措置も合わせて検

討すべきである。 

がる可能性もあり、慎重な対応が必要と考え

る。 

受益者負担率のあるべき姿との乖離につ

いては、今後の周辺地域の状況も参考にし、

引き続き検討を行いながら、利用者一人当た

りの行政コストの低減に向けて努力したい。 

【4-1意見】 

現在、当施設の指定管理料として県は年間 300 

百万円近く負担しており、それに加えて人件費を

170百万円(内、指定管理料の人件費 70百万円)超

かけて運営している。ベンチマークの一つである

山梨県立美術館の指定管理者選定の理由に「（中

略）学芸部門とのより一層の連携を図るよう求め

たい」と記載されていることから、島根県と同様

の方式に拠っていると思われるが、山梨県立美術

館の指定管理料は 400百万円を超えており、そも

そも当該方式はかなりのコスト負担が生じる方

式ではないかとの疑念が生じる。 

 本来、指定管理制度は、民間のノウハウの活用

による活性化もさることながら、事務処理の効率

化による行政コストの削減もその目的の一つの

はずである。美術館の利用者が増加するのは喜ば

しいことであるが、当施設の性格上「県民にとっ

（文化国際課） 

美術館の設置目的、収集保存方針に沿った

運営を行うため、次の理由により、今後も学

芸部門は県で直営としていく考えである。 

 

学芸部門の直営の理由 

 

①学芸員は、博物館法で定められた博物館

運営の中核をなす専門的業務を行っており、

独自性・継続性が求められること。 

②専門的知識は、実務経験によって培わ

れ、他の施設等との連携、信頼関係を築くこ

とが重要であること。 

③学芸部門が美術品の収集、保存・修復、

調査・研究、教育普及、展覧事業などに長期、

継続的に関わることができること。 

 



 

て必需的な施設」とはいえないため、活性化と同

時に「運営の効率化」も進めるべきである。その

鍵となるのは①いかに学芸部門を指定管理者に

移管し、適度な「儲け主義」を受け入れながら「県

の意向」の反映を維持するか、②管理業務の効率

化の２点であろう。 

 仮に①が奏功した場合、当施設に関与する県職

員を減少させることができ、管理業務の必要性が

薄れ、効率化もしくは不要化が可能になると思わ

れる。そのためには、県との連携を密にし、同時

に学芸員の質を確保することが必要となるが、実

行は可能と考えられる（学芸員に係る人件費等は

当然に指定管理料に反映すべきである）。過去の

成功体験を、今後の社会・経済環境に合致した形

で「聖域なく」構造的に進化できるか、が当施設

のさらなる躍進のポイントになると考えている。 

【4-2意見】 

当施設の説明会参加者数及び申請者数は、指定

管理者制度導入当初は複数社が申請書を提出し

ていたが、平成22年度の指定管理期間以降は現在

の指定管理者１社だけになっている。また、応札

率、指定管理料も増加傾向にある。 

説明会参加者に対して、申請しなかった理由に

ついてヒアリング等は行っていないとのことで

あるが、継続して複数事業者が説明会に参加して

おり、これらの事業者は少なくとも当施設の管理

運営に関心を示している事業者と推察できる。こ

のため、例えば現地説明会には参加したが申請は

しなかった事業者に対して、申請しなかった理由

等のヒアリングを行い、次回の公募手続きに活か

すなど、競争性を確保し、より質の高い管理運営

になるよう工夫されたい。 

（人事課、文化国際課） 

事業者に対する広報等の充実を検討する

と共に、指定管理を行うメリットがより図ら

れるよう、指定管理施設の利用向上に資する

取組について検討する。 

【4-3指摘事項】 

物品管理については、会計規則93条に物品証票

の貼付義務が規定されている。現地調査の際、物

品証票の貼付洩れがあるとの説明を受けており、

当該状況は会計規則93条違反となるため、早急に

貼付義務を遵守されたい。 

（文化国際課） 

貼付義務を遵守する。 

【4-4意見】 

物品管理については、会計規則84条に物品の善

管注意義務が規定されている。このため、物品管

理台帳の合理性、即ち現物の実査は定期的に行う

のが好ましい。この点、現支配人（指定管理者の

総括責任者）が着任時に現状把握のために現物実

査を行ったとのことであるが、物品証票の貼付洩

れ等あり、現在も完全ではないとの説明を受けて

（文化国際課） 

定期的に実査（現物と物品台帳の突合等）

を行う。 



 

いる。数が膨大であり一度に実査することが困難

ということであれば、例えば年度ごとに実査対象

の範囲を決めて一部ずつ実査し、２年程度で一巡

するような方法も考えられる。このような手続き

は本来県が直接実施することが望ましいが、少な

くとも指定管理者に実査を求め、その実施結果を

県が確認するという手続きは法令遵守上、最低限

必要である。 

 また、美術収蔵品については管理を厳重にする

ために収蔵庫への入室は学芸員に限られており、

学芸員が展示替えや修繕の際に現物の実査が行

われているが、全ての収蔵品（展示されない資料

を含む）の実在性、網羅性について県は把握しき

れていない。このような状況は同規定遵守上問題

があるため、全ての収蔵品について、定期的に実

査がなされる手続きを定めることが望まれる。 

３．島根県立島根県民会館 

【2-1意見】 

公の施設は全ての住民に利用の機会を提供す

るために設置することが基本であることから、設

置目的に沿って住民が利用する場合は、低廉な負

担で利用できることが望ましい。一方で、利用者

が支払う利用料が施設に係る経費を下回る場合、

不足分は税金で賄うこととなり、県民全体の負担

となることから、負担の公平化を図るため、施設

を利用する受益者が相応の経費を負担すべきと

いえる。 

この点、監査人が独自に収集した近隣類似施設

の利用料等を見ると、施設によってホールの席数

が異なるが、これを考慮しても当施設の使用料は

他の近隣施設に比して大ホール及び小・中ホール

で約 1.3 倍程度の設定となっていると考えられ

る。 

もっとも現状の利用料が当施設の特性や性格

に照らして妥当かどうかは一概には言えない。こ

のため、県は現状の当施設の特性や性格を踏ま

え、あるべき受益者負担割合を設定し、利用料収

入と行政コストとを勘案して個別の利用料を設

定することが望ましい。一例として、本監査にお

いては受益者負担率 Should be値を 25%としたの

に対し、現在の当施設の受益者負担率は 35%程度

と推計されているため、もう少し使用料を減額す

る余地が生じることになる。ただし、大規模修繕

が見込まれる等、将来の受益者負担率が大幅に変

わると予測される場合には状況が異なるため、県

はこれらの事情を勘案し、当施設の使用料等を合

 

（文化国際課） 

中四国の類似施設の料金（１席あたり）の

平均と比較したところ、当館の利用料金は必

ずしも高い設定とはなっておらず、妥当な水

準と考える。料金を引き下げた場合、利用料

金収入の減少に繋がる可能性もあり、慎重な

対応が必要と考える。受益者負担率のあるべ

き姿との乖離については、今後の周辺地域の

状況も参考にし、引き続き検討を行いなが

ら、利用者一人当たりの行政コストの低減に

向けて努力したい。 



 

理的に試算、検討することが望まれる。 

【3-1意見】 

当施設は供用開始から 50 年を経過しており、

施設の老朽化がかなり進行している。平成 27、28 

年度に耐震化改修を終えたものの、発生したトラ

ブルや、ご意見箱、WEB サイト、事業アンケート

などによる利用者からの苦情・要望等の内容と件

数の推移を見ると、トラブル件数が減少している

一方で苦情・要望件数は平成 28 年度以降急増し

ている状況が窺える。 

利用者からの「声」は重要であり、管財課と所

管課が連携して当該課題解決のために真摯に取

り組むことが望まれる。 

（文化国際課） 

改修の計画的な実施が可能となるよう、関

係課や指定管理者と連携して取り組む。 

【4-1意見】 

 当施設の説明会参加者数及び申請者数は、指定

管理制度が導入された第１期は、現地説明会に 11 

社が参加しているが、申請者は現在の指定管理者

である公益財団法人しまね文化振興財団１社の

みで継続している。 

 現地説明会出席者に対して、申請しなかった理

由についてのヒアリング等は行っていないとの

ことであるが、第３期には県外の事業者が現地説

明会に参加しており、当施設の管理運営に関心を

示していると推察できる。このため、例えば現地

説明会には参加したが申請はしなかった事業者

に対して、申請しなかった理由等のヒアリングを

行い、次回の公募手続きに活かすなど、競争性を

確保し、より質の高い管理運営になるよう工夫さ

れたい。 

（人事課、文化国際課） 

事業者に対する広報等の充実を検討する

と共に、指定管理を行うメリットがより図ら

れるよう、指定管理施設の利用向上に資する

取組について検討する。 

【4-2意見】 

指定管理者において日々の売上金を現金出納

帳にて担当者が管理し、上席者が確認していると

のことであるが、現金残高と帳簿残高との一致を

確かめたことの証跡が残されていない。現金は紛

失のリスクや横領等の不正のリスクが高いため

日々の管理が極めて重要であり、管理の証跡を残

しておくことが必要である。このため、実際の現

金残高と帳簿残高の一致を担当者が確かめた証

跡として、例えば帳簿に押印した上で上席者が確

認するという統制は必要と考える。 

また、県は業務報告書の確認のみで、収支管理

簿(現金出納帳)や指定管理者の帳簿の査閲によ

る確認は行っていない。当該手続のみでは、収支

に指定管理外の経費の混入等の事実があったと

しても把握することができないため、手続として

不十分である。少なくともサンプルベースで指定

（文化国際課） 

指定管理者における現金管理の状況等に

ついて、実地調査する機会を設け、証跡を残

すよう、改める。また、現金残高と帳簿残高

の一致について、指定管理者内で確認結果の

証跡が残されているか、確認を行う。 



 

管理者の収支管理簿や帳簿を査閲し、不合理な点

がないか否かについて心証を得る手続を追加す

べきである。 

【4-3意見】 

県は減免手続きに関して指定管理者がチェッ

クしている状況を確認しているが、減免の内容が

減免規定等に従っているかの確認まではなされ

ていない。少なくとも年に一度は減免処理の適切

性について心証を得る手続を追加すべきである。 

（文化国際課） 

指定管理者からの報告書等と減免申請書

等を突合し、減免対象者、人数、減免額等を

確認する。また、確認したことの証跡を残す

よう改める。 

【4-4意見】 

物品管理については、会計規則 84 条に物品の

善管注意義務が規定されている。このため、物品

管理台帳の合理性、即ち現物の実査は定期的に行

われるべきであり、現物の実査がなされていない

状況は改善すべき点である。物品の所有権は基本

的に県に帰属するため、法令順守の観点からは県

が直接現物確認を行う手続が最も好ましいが、少

なくとも指定管理者に物品の実査を求め、結果を

確認する手続は必要であり、当該手続を追加すべ

きである。 

（文化国際課） 

定期的に実査（現物と物品台帳の突合等）

を行う。 

【4-5意見】 

県の貸し出し備品が壊れた場合で迅速に対応

する必要がある場合、指定管理者が購入している

（協定書 21条）。この場合、指定管理者が購入し

た備品等について、県の利用料金表の体系を根拠

として利用料を徴収することが可能か否かの疑

念が生じるが、明確な規定がない。 

このため、県はこのような事情が生じた場合に

備えて運用上の措置を取り決める（寄付を受ける

手続を追加する等）ことが求められる。 

（文化国際課） 

貸出等により利用料金を徴収する備品等

（設備を含む）については、基本協定書第 20

条に基づき、県が購入し、指定管理者へ無償

貸与することを徹底する。 

４．島根県芸術文化センター 

【2-1意見】 

当施設は県全体、特に県西部エリアの代表的な

文化施設の一つであるため、県の施設として安価

なサービスを県民に提供する責務があるとの見

解は理解できるが、今後ますます厳しくなる県の

財政状況を考えると、受益者負担率 Should be値

との乖離は看過できない。現在、当施設の利用料

等は開設当初設定されてから事実上改定されて

おらず、県は、県の施設として県民に安価なサー

ビスを提供することを重視し、コスト回収的なア

プローチによる検討は現在まで具体的には行っ

ていない。 

なお、監査人が収集した文化施設の利用料等の

ベンチマークから見ると、当施設と同じ複合型で

同規模、人口集積地に立地していない点で類似し

 

（文化国際課） 

中四国の類似施設の料金（１席あたり）及

び観覧料の平均と比較したところ、当館の料

金設定は妥当な水準と考える。 

料金引き上げは利用の減少に繋がる可能

性があることからも、料金改定について慎重

な対応が必要と考えており、受益者負担率の

あるべき姿との乖離については、今後の周辺

地域の状況も参考にしながら引き続き検討

を行いたい。 

また今後、収蔵作品のデジタルアーカイブ

化を進め、ホームページや SNSを活用して魅

力の情報発信を行い、利用促進を図ること

で、利用者一人当たりの行政コストの低減に

向けて努力していく。 



 

ているサントミューゼと比較した場合、当施設の

利用料は３割程度高く設定されており、入館者数

も多い。一方他のベンチマークと比較すると、概

ね当施設の利用料の方が低く設定されている。な

お、美術館観覧料についても主な美術館と比較し

たが、概ね 300円前後と横並びであった。 

もっとも現状の利用料等が当施設の特性や性

格に照らして妥当かどうかは一概には言えない。

このため、県は現状の当施設の特性や性格を踏ま

え、あるべき受益者負担割合を設定し、利用料収

入と行政コストとを勘案して利用料等を設定す

ることが望ましい。また、設定した受益者負担割

合と上記収支状況を継続してモニタリングし、乖

離状況が大きくなった場合にはその原因と今後

の方向性を慎重に検討すべきである。また、利用

料・観覧料の設定や支出軽減措置で改善が為され

ない場合には、運営規模やコストを抜本的に見直

す等の措置も合わせて俎上に上げることが必要

となる。 

【4-1意見】 

 当施設の指定管理に係る現地説明会には複数

社参加することもあるが、申請者は現在の指定管

理者のみの状況が継続している。また、現地説明

会参加者に対し、県は申請しなかった理由等のヒ

アリングは行っていない。 

説明会参加者は、少なくとも当施設の管理運営

に関心を示していると思われ、県は申請しなかっ

た理由等のヒアリングを行い、次回の公募手続き

に活かすなど、競争性を確保し、より質の高い管

理運営になるよう工夫されたい。 

（人事課、文化国際課） 

事業者に対する広報等の充実を検討する

と共に、指定管理を行うメリットがより図ら

れるよう、指定管理施設の利用向上に資する

取組について検討する。 

【4-2意見】 

指定管理者において日々の売上金の集計管理

が適切になされ、現金実査も毎日行っているが、

現金残高と帳簿残高との一致を確かめたことの

証跡が残されていない。現金は紛失のリスクや横

領等の不正のリスクが高いため、日々の管理が極

めて重要であり、また管理できていることの証跡

を残しておくことも必要である。このため、実際

の現金残高と帳簿残高の一致を担当者が確かめ

た証跡として、例えば帳簿に押印した上で上席者 

が確認するという統制は必要と考える。 

（文化国際課） 

  指定管理者における現金管理の状況等

について、実地調査する機会を設け、証

跡を残すよう、改める。また、現金残高

と帳簿残高の一致について、指定管理者

内で確認結果の証跡が残されているか、

確認を行う。 

 

【4-3意見】 

 物品管理については、会計規則 84 条に物品の

善管注意義務が規定されている。このため、物品

管理台帳の合理性、即ち現物の実査は定期的に行

われるべきであり、現物の実査がなされていない

（文化国際課） 

定期的に実査（現物と物品台帳の突合等）

を行う。 



 

状況は改善すべき点である。物品の所有権は基本

的に県に帰属するため、法令順守の観点からは県

が直接現物確認を行う手続が最も好ましいが、少

なくとも指定管理者に物品の実査を求め、結果を

確認する手続は必要であり、当該手続を追加すべ

きである。 

５．島根県立三瓶自然館及びその附属施設 

【2-1意見】 

県は、当施設が自然と親しむ場を確保し、自然

環境に関する学習の機会を提供するために設置

された施設であり、誘客だけを目的とした施設で

はないことから、受益者負担率の視点だけで入館

料を決定するわけにはいかないとしている。 

県固有の自然である三瓶山がテーマとされて

いることの重要性は理解できるが、一方で当施設

の運営コストの９割以上が一般会計から負担さ

れており、また当施設が「必需的な施設」ともい

えず、これだけの規模で維持する合理性の説明に

はなっていない。県の施設として安価なサービス

を県民に提供する責務があるとの見解は理解で

きるが、今後ますます厳しくなる県の財政状況を

考えると、受益者負担率 Should be値との乖離は

看過できない。設置から約 30年が経過し、今後、

コストを掛けて大規模なリニューアル工事が予

定されていることから、県は現状の当施設の特性

や性格を踏まえ、あるべき受益者負担割合を設定

し、入館料収入と行政コストとを勘案して入館料

を設定することが望ましい。この点、他の類似施

設と入館料を比較すると、当施設の入館料は、ベ

ンチマークと比較して３割～５割程度安く設定

されており、入館料を上げる余地があると考えら

れる。仮に２割上げた場合、入館者数に変動がな

ければ受益者負担率は 10%程度まで上がる可能性

がある。また、当館の入館者数の推移を見ると、

徐々に入館者数が減少している実態がある。 

平成 14年に新館・別館が設置され、200千人を

超えていた入館者数は減少を続け、平成 19 年に

石見銀山の世界遺産登録、平成 25 年の出雲大社

遷宮の効果で一時的に増加することはあるが、基

本的に減少傾向に歯止めがかかっていない。入館

者数がほぼ同規模である宍道湖自然館ゴビウス

と比較すると、その推移の違いは明白である。現

場視察の際、指定管理者には誘客のための誘導看

板の設置や誘客のための施策等のアイデアがあ

るとの説明があった。県は指定管理者のこのよう

な取り組みを支援し、一体となって誘客数増加に

 

（自然環境課） 

 当施設の入館料については、過去に有料入

館者数の低下から見直しを行った経過もあ

り、また、他の自然系博物館と比較した場合

にも入館料が特に低い状況でなく、小中学生

が無料の施設も多い中で有料としているこ

となどから、現在の料金は妥当と考える。 

 今後、令和元年度に展示改修した機能も十

分活用しながら、指定管理者と協力し、来館

者を増やす取組（施設 PR の強化、展示内容

の充実等）を行っていくことで、利用者一人

当たりの行政コストの低減に向けて努力し

ていく。 



 

取り組むことが重要と考える。 

また、設定した受益者負担割合と上記収支状況

を継続してモニタリングし、乖離状況が大きくな

った場合にはその都度入館料を設定する等の措

置も合わせて検討すべきであるが、それでも状況

が改善しないと見込まれる場合には、コストを抑

えるために規模の縮小等も含めたあらゆる選択

肢を検討しなければならない。 

【4-1意見】 

指定管理者制度を導入しても、申請者が継続し

て１社しかない状況が継続した場合、当該制度を

採用する意味が失われることになる。当施設の指

定管理に係る現地説明会には複数社参加するこ

ともあるが、申請者は現在の指定管理者のみの状

況が継続している。また、現地説明会参加者に対

し、県は申請しなかった理由等のヒアリングは行

っていない。説明会参加者は、少なくとも当施設

の管理運営に関心を示していると思われ、県は申

請しなかった理由等のヒアリングを行い、次回の

公募手続きに活かすなど、競争性を確保し、より

質の高い管理運営になるよう工夫されたい。 

（人事課、自然環境課） 

事業者に対する広報等の充実を検討する

とともに、指定管理を行うメリットがより図

られるよう、指定管理施設の利用向上に資す

る取組について検討する。 

他の都道府県の類似施設の取り組みや状

況等を調査し、公募方法又は公募内容等の見

直しを検討する。 

６．島根県立男女共同参画センター 

【1-1意見】 

KPI については、当施設が貸出施設・宿泊施設

であることも考慮する必要がある。このため、有

料施設使用料や施設利用者数、客室稼働率等を

KPI として設定し、目標値の設定と実績の乖離分

析、未達だった場合の措置や今後の方向性の検討

対象とすることも検討すべきである。また、目標

と実績の管理を適切に行うためには、状況に応じ

て目標値を見直す必要がある。この点、平成 30年

度はホール棟の吊り天井耐震改修工事が予定さ

れていたことから、施設利用者数の目標は指定管

理期間中に前年度の 35千人から 30千人に修正さ

れており、状況に応じた見直しがなされている一

方、有料施設使用料の目標値は据え置かれてい

る。目標管理や達成率に対する評価を適切に行う

ためにも、当該使用料の目標値も状況に応じて見

直すべきである。 

 

（女性活躍推進課） 

県の施策においては、県民生活の状況を把

握するために適切な指標（KPI）を設定し、評

価を行っている。集客施設でない当センター

においては、施策を総合的に評価する指標と

して施設利用者数等は馴染まないと考える。 

また、目標の見直しについて、利用者数は、

経営評価報告書等で必要に応じて変更を行

っている。一方、使用料収入の目標額は基本

協定（５年間）で定めており、特段の事情が

ない限りは変更しない。ただし、令和元年度

においては、ホール棟の吊り天井耐震工事の

影響が大きかったため、出納局、財政課、人

事課及び指定管理者との協議をし、指定管理

業務評価委員会に図った上で、下限額を再設

定した。 

なお、宿泊事業は指定管理者の自主事業で

あるため、ご意見は指定管理者に伝える。 

【2-1意見】 

当施設は県の施設として安価なサービスを県

民に提供する責務があるとの見解は理解できる

が、今後厳しくなる県の財政状況を考えると、受

益者負担率 Should be 値との乖離は看過できな

い。施設の大部分が男女共同参画等に関係なく利

（女性活躍推進課） 

男女共同参画センターは、男女共同参画の

活動の拠点施設として、男女共同参画の普及

啓発を行い、理解促進を図ることを目的とし

ており、利用者を増やすことは大変重要であ

ると考えている。 



 

用可能であるという実態を考えると、受益者負担

率が８%～９%というのは極めて低いと考えられ

るため、利用者数の増加やコスト削減は喫緊の課

題といえる。 

まず、当施設の貸室の利用状況を見ると、利用

率が 30%未満の設備がかなり多いことが分かる。

これらの稼働率を上げる、または何らかの有効活

用が図られなければ支出したコストに見合うリ

ターンを得ることは難しい。 

また、宿泊施設の利用単価は税込 5,200円／人・

泊に設定されており、近隣の民間ホテルと比較し

て「やや低い」程度に設定されており、特段の問

題はないと考えられる。一方、利用者数、稼働率

は低水準で推移しており、稼働率の上昇がコスト

回収の鍵になると考えられる。 

誘客施策をとった場合、民業圧迫を指摘される

懸念が考えられるが、客室単価が概ね民間事業者

と変わらないため、当該批判は当たらないはずで

あり、県はより稼働率を上げるための施策をとる

よう、指定管理者に指導すべきである。 

県は現状の当施設の特性や性格を踏まえ、ある

べき受益者負担割合を設定し、使用料収入と行政

コストとを勘案して使用料を設定することが望

ましい。また、設定した受益者負担割合と収支状

況を継続してモニタリングし、乖離状況が大きく

なった場合にはその都度利用料を設定する等の

措置も合わせて検討するなどの対策が必要であ

る。 

そのため、部屋の性質変更等により利用し

やすい施設とすること等を検討し、稼働率向

上を目指すことで、利用者一人当たりの行政

コストの低減に向けて努力していく。 

また、貸室の利用単価については、維持管

理費を基に設定しており、さらに、ホールに

ついては、大田市という立地を考慮し、他の

県立施設並の設定としている。 

一方、コスト削減については、電気代の低

減のためにデマンドコントロール方式を採

用するなど、対応できる部分から取り組んで

いる。 

なお、宿泊事業は指定管理者の自主事業で

あるため、ご意見は指定管理者に伝える。 

【4-1意見】 

 当施設は指定管理者制度導入以前から現在の

指定管理者が委託管理を受けている。指定管理者

制度を導入しても、申請者が継続して１社しかな

い状況が継続した場合、当該制度を採用する意味

が失われることになる。この要因としては、県内

には当施設の設置目的に沿った業務を遂行でき

る民間業者が少ないことや、収支が非常に厳し

く、収支がとれにくい事業構造が原因と考えられ

る。このような状況があるとしても間口を広げる

努力は可能と考えられ、県は県内外から幅広く申

請が可能となるような措置を検討されたい。 

（人事課、女性活躍推進課） 

本県では、県内産業経済活動の活性化及び

地域に密着した施設運営などの観点から、指

定管理者への応募資格は県内に主たる事務

所を置く又は置こうとする事業者に限定し

ている。 

今後は、多くの事業者から応募がなされる

よう、広報等の充実を検討するとともに、指

定管理を行うメリットがより図られるよう、

指定管理施設の利用向上に資する取組につ

いて検討する。 

【4-2意見】 

物品管理については、会計規則 84 条に物品の

善管注意義務が規定されている。このため、物品

管理台帳の合理性、即ち現物の実査は定期的に行

われるべきである。この点、県は重要物品の現物

実査は毎年度実施しているが、その他の物品は数

（女性活躍推進課） 

多数の物品を有しているため、頻繁な実査

は困難であるが、指定管理期間満了時に適切

な管理状態を保つことを念頭に、全ての物品

の実査については、指定管理者に協力を求

め、指定管理期間の５年間に１回、その内容



 

が膨大であるため確認していない。数が膨大であ

り一度に実査することが困難ということであれ

ば、例えば年度ごとに実査対象の範囲を決めて一

部ずつ実査し、２年程度で一巡するような方法も

考えられる。このような手続きは本来県が直接実

施することが望ましいが、少なくとも指定管理者

に実査を求め、その実施結果を県が確認するとい

う手続きは法令遵守上、最低限必要である。 

を確認する。 

物品購入等に際しては、その都度適切な管

理を行う。 

 

【4-3指摘事項】 

現場視察の際、破損して使用不能となった物品

の一部が廃棄されずにそのまま残存していると

の説明を受けた。この点について県は、廃棄費用

がかかるものが多数想定されるため、効率的な廃

棄計画を指定管理者及び業者と検討中であると

しているが、かなり長期間に亘り残置しているも

のも存在する。使用不能物品については、会計規

則 102条１項に「物品のうち機能の減退その他の

事由により使用に耐えなくなったものがあると

きは、速やかに不用品決定調書により不用の決定

をし、処分について支出負担行為担当者又は契約

担当者に必要な措置を請求するとともに、物品払

出調書により出納機関に通知しなければならな

い」とされているため、当該規定に違反している。

速やかに改善されたい。 

（女性活躍推進課） 

 管理物品について、令和元年度に全ての物

品の動作確認も含めた点検を実施した。 

使用不能物品については、令和２年度以

降、計画的に廃棄を実施する予定である。 

【4-4意見】 

アンケートによる利用者満足度調査の目的は、

指定管理者によるサービスが適切に提供されて

いるかを把握し、更なるサービスの向上に向けた

改善策を検討するための参考とすることにある

ため、利用者からの意見や要望の内容は、サービ

ス向上や利用促進のために非常に重要なもので

ある。したがって、アンケートはできるだけ多く

の利用者から収集する必要がある。 

 この点、平成 26年度から平成 30年度までに県

が行ったアンケート回答者数を見ると、年間の施

設利用者数が３万人程度ある中で回答者数が 10 

人に満たない状況は利用者の意見や要望を把握

する仕組みとして不十分である。当センターで

は、利用者アンケートは、施設１F のエレベータ

ー前と４F の貸館受付前にアンケート用紙を置い

て利用者に記載してもらう方法をとっているが、

利用者に直接配付することや、配置場所を増やす

など、積極的に利用者の意見・要望を収集し、サ

ービス向上策に活かす工夫が必要である。 

（女性活躍推進課） 

これまでのエレベーター前へのアンケー

ト用紙の配置に加え、受付時にアンケート用

紙を手渡し、回収を高めるよう努める。 

【4-5意見】 

当施設には宿泊施設が併設されており、指定管

（女性活躍推進課） 

男女共同参画センターは県央にあり、県内



 

理者が収益事業として運営している。この宿泊施

設に係る賃借料は「行政財産の使用料に関する条

例の別表５（第４条関係）「使用料減免基準」）に

基づいて 50%の減免を受けている。即ち、「知事が

公益上又は県の事務若しくは事業の遂行上使用

料を減免する必要があると認める時」に該当し、

減免率は、「使用者の性格、県の事務事業との関わ

り、収益の有無等を総合的に勘案して定める」と

されていることを根拠としている。しかし、当宿

泊施設には、施設の設置目的に合致した相談・調

査研究や研修会・催物等の関係者・参加者等が宿

泊することが前提とされているものの、現状は研

修参加とは関係ない宿泊のみの利用が殆どであ

り、指定管理者は事実上、一般の宿泊業を運営し

ているに過ぎない。このため、当該宿泊施設部分

について減免の適用を受ける根拠に薄いと考え

られ、この点について改善を検討されたい。 

一円から時間的にも経済的にも負担が少な

く利用できる施設である。 

研修には、宿泊を伴う研修があり、参加し

やすい環境を整えるために当センターにお

いて宿泊事業を実施している。 

そのため、宿泊機能を維持していく必要性

があり、行政財産の目的外使用許可に当たっ

ては、毎年度収支状況を確認した上で、行政

財産の使用料に関する条例の別表５第３号

10により、総合的に判断して、宿泊目的を限

定することなく、使用料の５割を減免してい

る。今後も、同様な考え方で減免の可否を決

定していく。 

なお、一般利用に比べて研修参加者の利用

が少ない現状において、研修参加者への宿泊

施設の利用案内を積極的に行う。 

 

７．島根県立はつらつ体育館 

【1-1意見】 

KPI は利用者数とされており、障がい者および

有料利用者をあわせた人数とされている。当施設

の設置目的が「障害者スポーツの振興を図り、も

って障害者のリハビリテーションや社会参加の

促進に寄与するため」にあることからすれば、障

がい者の利用者数を KPIとして設定することがよ

り目的に合致するものと考えられる。上記指標に

ついても KPIとして設定し、当施設に対する評価

をより具体的に測定すべきである。 

 

（スポーツ振興課） 

指定管理業務評価において、障がい者の利

用者数を評価指標（KPI）として評価を行う。 

【2-1意見】 

当施設は「障害者スポーツの振興を図り、もっ

て障害者のリハビリテーションや社会参加の促

進に寄与するため」の体育施設であるため、民間

では設置・運営が難しい施設であるといえる。ま

た、有料利用者の利用促進を重視しすぎると、本

来の趣旨に反する畏れが生じる。幸い、現時点に

おいては、当施設はコストを低く抑えることがで

きており、受益者負担率Should be値との乖離が

少なく、行政サービスとコストのバランスがある

程度とれている状況にある。 

ただし、今後施設の老朽化により大規模修繕が

必要になった場合にはコスト回収的なアプロー

チを念頭に置いた料金設定が必要になると考え

られる。なお、当施設の利用料を他の障がい者向

けの体育館と比較した場合、当施設の利用料は、

他の施設と比して低すぎるとまではいえないが、

県は現状の当施設の特性や性格を踏まえ、あるべ

（スポーツ振興課） 

施設利用料は類似施設と比較して均衡が

取れており、現在の料金設定は妥当と考え

る。 

障がい者のスポーツ振興を図るというの

が当施設の設置目的であるため、現在の料金

を維持した上で、利用者一人当たりの行政コ

ストの低減に向けて努力していく。 



 

き受益者負担割合を設定し、利用料収入と行政コ

ストとを勘案して利用料を設定することが望ま

しい。また、設定した受益者負担割合と上記収支

状況を継続してモニタリングし、乖離状況が大き

くなった場合にはその都度利用料を設定する等

の措置も合わせて検討すべきである。 

【4-1意見】 

県立武道館、県立プール（松江市）、県立体育館、

県立石見武道館（浜田市）、県立サッカー場（益田

市）の5施設がコスト的なメリットが大きいとし

て一括公募されている一方で、同じ体育施設であ

る当施設は単独公募されている。その理由につい

て、県は５施設がスポーツの振興・普及のための

施設であるのに対し、当施設は障がい者スポーツ

の振興を図り、障がい者のリハビリテーションや

社会参加の促進に寄与するための施設（福祉施

設）であるため「理念」が異なるからとしている。 

また、５施設は施設の維持管理のほか、スポー

ツ教室事業の開催等が業務に含まれるのに対し、

当施設は障がい者の方の受付・対応、施設の維持

管理が主な業務であり、業務内容が異なる。 

しかし、理念や業務内容が異なるとしても当施

設の指定管理業務自体に特殊性はなく、体育館施

設として通常の体育館と大きく変わるものでも

ない。 

指定管理業務の効率化や指定管理料縮減等、一

括発注のメリットが大きいのであれば当施設に

ついても一括発注に含めることを検討されたい

（ただし一括発注の内容については「8.島根県立

水泳プール」の【4-1意見】を参照）。 

（スポーツ振興課） 

当施設は障がい者スポーツの振興を図り、

障がい者のリハビリテーションや社会参加

の促進に寄与するための施設（福祉施設）で

あり、障がい者への貸し出しが主な業務であ

る。一方、他の体育施設は施設の維持管理業

務のほか、スポーツ教室等のソフト事業を行

うなど、貸し出しだけでなくスポーツの普及

振興も主な業務であり、業務内容や性質に違

いがある。さらに当施設の人役は担当１名、

会計年度任用職員に準じた職員１名である

ことから、館長等の兼務発令による人件費の

縮減等のメリットが見込まれないため、次の

指定管理者公募の際も、受注機会確保の観点

から、別発注とすることが適切と考えてい

る。 

【4-2意見】 

収支経理管理について、県は業務報告書の確認

のみで、収支管理簿（現金出納帳）や指定管理者

の帳簿の査閲による確認は行っていない。当該手

続のみでは、収支に指定管理外の経費の混入等の

事実があったとしても把握することができない

ため、手続として不十分である。このため、少な

くともサンプルベースで指定管理者の収支管理

簿や帳簿を査閲し、不合理な点がないか否かにつ

いて心証を得る手続を追加すべきである。 

（スポーツ振興課） 

年次業務報告書の書面確認に加え、実地調

査を行い、帳簿等の現物を確認する。 

【4-3意見】 

毎月利用がある特定の団体利用者（平成30年度

は13団体）には、指定管理者の徴収事務の運用上、

「掛け利用」させており、手書きの台帳により管

理している。当該利用団体の利便性向上のために

自主的にサービスを行うことを否定するもので

（スポーツ振興課） 

この運用について指定管理者から県へ協

議し、県が承認する手続きを行う。 



 

はないが、このような運用を行っている事実は県

に報告の上、協定書や事務取扱要領等の改訂手続

を経て実施すべきある。 

【4-4意見】 

当施設は障がい者向け体育施設であり、そもそ

も障がい者及び障がい者の団体の利用は無料で

あるが、指定管理者側において５年以上にわたり

無料団体であることについて、申請者名や当日の

活動状況により判断可能であるため、具体的な確

認は行っていないとのことであった。少なくとも

年度の初めには証明書の提出を求めるなどの対

応が必要である。県としてもこの点につき現場確

認等は行っていない。牽制のため、サンプルベー

スでも無料団体について確認し、少なくとも年に

一度は心証を得る必要がある。 

（スポーツ振興課） 

指定管理者において、年度の初めに障がい

者団体であることの確認を行う。 

また、実地調査の際に、指定管理者が適切

に運用していることを確認する。 

【4-5指摘事項】 

物品管理については、会計規則93条に物品証書

の貼付義務が規定されている。現地調査の際、サ

ンプルベースで島根県物品証書の貼付状況を確

認したところ、物品台帳には掲載されているもの

の、島根県物品証書の貼付がないものが発見され

た。当該状況は会計規則93条違反となるため、早

急に貼付義務を遵守されたい。 

（スポーツ振興課） 

物品証書の貼付状況を点検し、未貼付を是

正する。 

８．島根県立水泳プール 

【1-1意見】 

 KPI としている目標値と実績との数値的な対比

は５施設それぞれで為されているが、評価は５施

設の合計値でのみ為されており、施設ごとの評

価・分析等はない。施設ごとに異なる成果、課題

が存在すると考えられ、KPI との乖離状況をどう

解消するかについて県は施設別に比較、分析、検

討の上、指定管理者に今後の方針を指示すべきで

ある。 

 

（スポーツ振興課） 

各施設の行政評価は、県立体育施設の利用

促進施策全般を評価するため、５施設合計の

数を評価指標としている。 

利用者の動向については、指定管理業務評

価において、施設ごとに分析、評価等を行い、

改善につなげていく。 

【1-2意見】 

 KPIである利用者数について、平成27年度以降、

目標値が86,212人と変更が為されていない。指定

管理期間開始時に設定した目標値が、指定管理期

間中変更（修正）しないとする措置は合理的では

ない。利用者数の増加要因の一つとして松江市営

体育館のプールが平成28年３月末で閉館し、その

利用者が県立プールに流れている影響も考えら

れるとのことであるが、そのような状況に応じて

目標値を柔軟に見直すことが必要であると考え

る。このため、指定管理期間中であっても、状況

に応じた目標値を設定できるような運用が望ま

れる。 

（スポーツ振興課） 

指定管理期間中であっても必要に応じ、見

直しを行う。 



 

【2-1意見】 

 当施設は飛び込み台や50mプールを備えた競技

施設としては県内唯一の施設であるため、県の施

設として安価なサービスを県民に提供する責務

があるとの見解は理解できるが、今後ますます厳

しくなる県の財政状況を考えると、受益者負担率

Should be値との乖離は看過できない。 

現在の当施設の使用料を他の類似施設と比較

した場合、当施設の使用料は、50mプールは他の施

設に比して低すぎるとまではいえないが、25mプ

ール及び飛込みプールは他の施設と比較してか

なり低く設定されている可能性がある。 

もっとも現状の使用料が当施設の特性や性格

に照らして妥当かどうかは一概には言えない。こ

のため、県は現状の当施設の特性や性格を踏ま

え、あるべき受益者負担割合を設定し、使用料収

入と行政コストとを勘案して使用料を設定する

ことが望ましい。また、設定した受益者負担割合

と上記収支状況を継続してモニタリングし、乖離

状況が大きくなった場合にはその都度使用料を

改定する等の措置も合わせて検討すべきである。 

（スポーツ振興課） 

現在の利用料は移転新築時に近隣類似施

設の料金も踏まえ、旧県立プールの料金を踏

襲したものである。 

指摘のあった 25ｍプールと飛び込みプー

ルについて、監査報告書とは別の類似施設の

料金を調査したところ、 

■SAGA サンライズパーク水泳場（佐賀県） 

25m プール（屋内）：1640 円/時間（占有利用） 

飛び込みプール：790 円/時間（占有利用） 

■JA バンクちょきんぎょプール（徳島県） 

25m プール（屋外）：965 円/時間（占有利用） 

飛び込みプール  ：253 円/時間（占有利用） 

となっており、当施設が著しく安価というわ

けではない。 

示された受益者負担率 Should be値とは乖

離しているが、国体や競技団体が主催する公

式的な基準を満たす県内唯一の施設であり、

競技力の向上や県民が水泳に親しむ拠点で

あることを考慮すると、他県の類似施設より

大幅に高い料金設定を行うことは適切では

ない。現在の料金は維持し、利用者の増加や

管理費の抑制を図ることで、利用者一人当た

りの行政コストの低減に向けて努力してい

く。 

【3-1意見】 

  現在、幼児用プール内の遊具（滑り台等複合遊

具）の下部が腐食しており、人気の遊具でもある

ため現在は修繕しながら対応しているが、児童が

軽傷（擦り傷程度）を負ったこともあり、措置が

必要な状況にある。 

体育施設は特に安全性の確保が重要である。今

後腐食の状況、修繕等にかかる費用等も勘案しな

がら、代替設備の導入や撤去について早急に検討

されたい。 

（スポーツ振興課） 

当面は安全の確保ができない箇所を使用

禁止にする措置を取る。また、指摘のあった

箇所や腐食箇所の対応については、修繕や代

替設備の導入を検討する。 

【4-1意見】 

 現在の指定管理者のみの状況が指定管理者制

度導入当初より継続しており、当該状況は、県内

に広範囲に立地する５つの施設を一括して指定

管理の対象としていることが一因となっている

可能性がある。一括発注には利点があることは理

解できるが、同時に当該弊害を生んでいることも

勘案し、一括発注の範囲を、例えば西部地区３施

設（島根県立体育館、島根県立サッカー場、島根

県立石見武道館）と東部地区２施設（島根県立水

泳プール、島根県立武道館）に区分する等により

（スポーツ振興課） 

５施設の一括発注については、指定管理料

の人件費抑制等のスケールメリットがある

ため行っている。申請者の増加を図るため、

発注する施設を区分することについては、一

括発注するメリットと比較考慮するなどし

て検討する。 



 

指定管理者の申請者の増加が図れないか検討さ

れたい。 

【4-2指摘事項】 

現在、発券機２台のうち１台が壊れていて使用

不能であり、稼働中の１台が壊れると手売りにな

ってしまう状況にある。物品管理については、会

計規則 84 条に物品の善管注意義務が規定されて

おり、また 102条１項に「物品のうち機能の減退

その他の事由により使用に耐えなくなったもの

があるときは、速やかに不用品決定調書により不

用の決定をし、処分について支出負担行為担当者

又は契約担当者に必要な措置を請求するととも

に、物品払出調書により出納機関に通知しなけれ

ばならない」とされているため、当該規定に沿っ

た処理を速やかにとるよう、改善されたい。 

（スポーツ振興課） 

使用不可となった券売機について、不用品

処分の手続きを行った。また、代替の券売機

を整備し、２台体制に復旧した。 

９．島根県立石見武道館 

【1-1意見】 

 KPI としている目標値と実績との数値的な対比

は５施設それぞれで為されているが、評価は５ 

施設の合計値でのみ為されており、施設ごとの評

価・分析等はない。施設ごとに異なる成果、課題

が存在すると考えられ、KPI との乖離状況をどう

解消するかについて県は施設別に比較、分析、検

討の上、指定管理者に今後の方針を指示すべきで

ある。 

 

（スポーツ振興課） 

各施設の行政評価は、県立体育施設の利用

促進施策全般を評価するため、５施設合計の

数を評価指標としている。 

利用者の動向については、指定管理業務評

価において、施設ごとに分析、評価等を行い、

改善につなげていく。 

【2-1意見】 

 当施設は武道を通じてスポーツの振興を図り、

もって県民の心身の健全な発達に寄与するため

の施設であるため、県の施設として安価なサービ

スを県民に提供する責務があるとの見解は理解

できるが、今後ますます厳しくなる県の財政状況

を考えると、受益者負担率 Should be値との乖離

は看過できない。当施設の利用料は条例設定時に

コスト回収的なアプローチを考慮して設定され

ていると思われる（体育館と同様の設定方法を想

定）が、稼働率について考慮されておらず、また

管理コスト等も考慮外となっているため、十分で

はなかったと考えられる。現在の当施設の使用料

を近隣の県立武道館と比較した場合、当施設の使

用料はベンチマークと比して低すぎるとまでは

いえず、概ね合理的な範囲で設定されていると考

えられるが、受益者負担率との差を考えると使用

料値上げを検討せざるを得ない。一方で稼働も上

げる必要があるが、当施設の利用者数は減少傾向

にある。 

平成 30 年度の開館日数が 313 日であるのに対

（スポーツ振興課） 

施設利用料は、他県の類似施設の料金と概

ね均衡が取れており、設定料金として妥当と

考える。 

包括外部監査結果報告において示された

受益者負担率Should be値とは乖離している

が、公の施設であることを考慮すると、他県

の類似施設より大幅に高い料金設定を行う

ことは適切ではない。現在の料金を維持し、

スポーツ教室の充実や貸出施設の周知も含

めた広報の強化等による利用者の増加を図

る。また、既に行っている県立体育館との共

同管理（職員兼務）を引き続き進め管理費の

抑制を図る。 

これにより、利用者一人当たりの行政コス

トの低減に向けて努力していく。 



 

し、アリーナの稼働日は 311日（柔道場 延べ 279

日、剣道場 延べ 311日）と高い一方、会議室の稼

働日は 36%程度と年間の 2/3 は利用されていない

状況にある。当施設は設置から既に 20 年以上が

経過しているが外観的には綺麗な状態を保って

おり、高校・大学の合宿の誘致等による利用拡大

や、隣に立地する県立体育館との共同管理による

コスト削減等を検討することにより、県は迅速に

収支状況を改善する措置を実行することが望ま

れる。 

【4-1意見】 

指定管理者は、当施設を現在５名体制で開館か

ら夜の閉館まで交代制で勤務しているが、人員的 

にかなり厳しい状況にある。人手不足や収支バラ

ンスの都合上簡単に人手を増やせない事情があ

り、隣接する島根県立体育館の管理チームと共同

で管理する方法を含め、県は指導的にこれらの課

題に関与することが望まれる。 

（スポーツ振興課） 

隣接する県立体育館の職員に兼務発令し、

交代勤務に入れる体制を整備した。 

10．島根県立武道館・弓道場 

【1-1意見】 

KPI としている目標値と実績との数値的な対比

は５施設それぞれで為されているが、評価は５ 

施設の合計値でのみ為されており、施設ごとの評

価・分析等はない。施設ごとに異なる成果、課題

が存在すると考えられ、KPI との乖離状況をどう

解消するかについて県は施設別に比較、分析、検

討の上、指定管理者に今後の方針を指示すべきで

ある。 

 

（スポーツ振興課） 

各施設の行政評価は、県立体育施設の利用

促進施策全般を評価するため、５施設合計の

数を評価指標としている。 

利用者の動向については、指定管理業務評

価において、施設ごとに分析、評価等を行い、

改善につなげていく。 

【2-1意見】 

当施設は武道を通じてスポーツの振興を図り、

もって県民の心身の健全な発達に寄与するため

の施設であるため、県の施設として安価なサービ

スを県民に提供する責務があるとの見解は理解

できるが、今後ますます厳しくなる県の財政状況

を考えると、受益者負担率 Should be値との乖離

は看過できない。当施設の利用料は条例設定時に

コスト回収的なアプローチを考慮して設定され

ていると思われる（体育館と同様の設定方法を想

定）が、稼働率について考慮されておらず、また

管理コスト等も考慮外となっているため、十分で

はなかったと考えられる。 

現在の当施設の使用料を近隣の県立武道館と

比較した場合、当施設の使用料はベンチマークと

比して低すぎるとまではいえず、概ね合理的な範

囲で設定されていると考えられる。ただ、トレー

ニングルーム、卓球台は 160円／回（２時間）と

（スポーツ振興課） 

施設利用料は、他県の類似施設の料金と概

ね均衡が取れており、設定料金として妥当と

考える。 

指摘のあったトレーニングルームについ

ては、県立水泳プールのトレーニングルーム

の充実した設置機器の状況を踏まえると、当

施設の安価な料金は妥当と考える。また指摘

のあった卓球台の利用料については、卓球に

限らず個人で施設利用する際の料金設定と

しており、現在の料金設定は妥当と考える。 

示された受益者負担率Should be値とは乖

離しているが、公の施設であることを考慮す

ると、他県の類似施設より大幅に高い料金設

定を行うことは適切ではない。現在の料金を

維持し、スポーツ教室の充実や広報の強化等

による利用者の増加や管理費の抑制を図る

ことにより、利用者一人当たりの行政コスト



 

安価に設定されたまま長期に亘り利用料金の改

定はない。当施設が県民にとって「選択的」な施

設であり、また県立プールのトレーニング機器利

用料が 330円／回であることとの衡量上も、コス

トを勘案した利用料金の改訂が望まれる。一方で

稼働を上げる必要もあるが、当施設の利用者数は

わずかに増加傾向にある。 

当施設は設置からほぼ 50 年が経過しており、

耐震化工事は施行済みであるが視覚的に感じる

古さは否めない。当施設を今後も継続して運営す

る場合、利用料の見直しだけでなく、抜本的なコ

スト削減と活用度アップのための取り組みをし

ながら修繕コストを負担する必要があり、非常に

困難な運営が求められる。県は具体的な措置によ

り迅速に収支状況を改善する措置を実行するこ

とが望まれる。 

の低減に向けて努力していく。 

11．島根県立体育館 

【1-1意見】 

KPI としている目標値と実績との数値的な対比

は５施設それぞれで為されているが、評価は５ 

施設の合計値でのみ為されており、施設ごとの評

価・分析等はない。施設ごとに異なる成果、課題

が存在すると考えられ、KPI との乖離状況をどう

解消するかについて県は施設別に比較、分析、検

討の上、指定管理者に今後の方針を指示すべきで

ある。 

 

（スポーツ振興課） 

各施設の行政評価は、県立体育施設の利用

促進施策全般を評価するため、５施設合計の

数を評価指標としている。 

利用者の動向については、指定管理業務評

価において、施設ごとに分析、評価等を行い、

改善につなげていく。 

【2-1意見】 

当施設はスポーツの振興を図り、もって県民の

心身の健全な発達に寄与するための体育施設で

あるため、県の施設として安価なサービスを県民

に提供する責務があるとの見解は理解できるが、

今後ますます厳しくなる県の財政状況を考える

と、受益者負担率 Should be値との乖離は看過で

きない。当施設の使用料は条例設定時にコスト回

収的なアプローチを考慮して設定されていると

いえるが、稼働率について考慮されておらず、ま

た管理コスト等も考慮外となっているため、十分

ではなかったと考えられる。 

現在の当施設の使用料を近隣の県立体育館と

比較した場合、使用料はベンチマークと比較して

低すぎるとまではいえず、概ね合理的な範囲で設

定されている。 

単価が合理的となると稼働を上げる必要があ

るが、アリーナの稼働率は低下傾向にあり、研修

室や会議室等の稼働率も低く、最も稼働率が高い

「会議室１」でも年間の 2/3は利用されていない

（スポーツ振興課） 

施設利用料は、他県の類似施設の料金と概

ね均衡が取れており、設定料金として妥当と

考える。 

 示された受益者負担率 Should be値とは乖

離しているが、公の施設であることを考慮す

ると、他県の類似施設より大幅に高い料金設

定を行うことは適切ではない。現在の料金を

維持し、スポーツ教室の充実や貸出施設の周

知も含めた広報の強化等による利用者の増

加を図る。また、既に行っている県立体育館

との共同管理（職員兼務）を引き続き進め管

理費の抑制を図る。このような取組により、

利用者一人当たりの行政コストの低減に向

けて努力していく。 



 

状況にある。 

当施設の体操器具関係の装備は県内随一であ

り、県内の体操競技に係る公式試合の殆どが当施

設で開催され「島根県体操のメッカ」として認知

されている。一方で、設置から既に 40 年以上が

経過しており、構造物にひび割れ等が生じている

ことから、今後修繕コストも嵩むことが予想され

る。 

このため、当施設を今後も継続して運営する場

合、使用料の見直しだけでなく、抜本的なコスト

削減（例えば隣接する県立石見武道館との共同管

理など）と活用度アップための取り組みを進めな

がら修繕コストを負担する必要があり、非常に困

難な運営が求められる。県は具体的な措置により

迅速に収支状況を改善する措置を実行すること

が望まれる。 

【4-1意見】 

指定管理者は、当施設を現在実質６名体制で開

館から夜の閉館まで交代制で勤務しているが、人 

員的にかなり厳しい状況にある。人手不足や収支

バランスの都合上簡単に人手を増やせない事情

があり、隣接する島根県立石見武道館の管理チー

ムと共同で管理する方法を含め、県は指導的にこ

れらの課題に関与することが望まれる。 

（スポーツ振興課） 

休職者があり実質６名となっていたが、指

定管理者における配置転換により、令和２年

４月から７名体制となり、この状況は軽減さ

れている。 

12.島根県立サッカー場 

【1-1意見】 

 KPI としている目標値と実績との数値的な対比

は５施設それぞれで為されているが、評価は５施

設の合計値でのみ為されており、施設ごとの評

価・分析等はない。施設ごとに異なる成果、課題

が存在すると考えられ、KPI との乖離状況をどう

解消するかについて県は施設別に比較、分析、検

討の上、指定管理者に今後の方針を指示すべきで

ある。 

 

（スポーツ振興課） 

各施設の行政評価は、県立体育施設の利用

促進施策全般を評価するため、５施設合計の

数を評価指標としている。 

利用者の動向については、指定管理業務評

価において、施設ごとに分析、評価等を行い、

改善につなげていく。 

【2-1意見】 

当施設はスポーツの振興を図り、もって県民の

心身の健全な発達に寄与するための体育施設で

あるため、県の施設として安価なサービスを県民

に提供する責務があるとの見解は理解できるが、

今後ますます厳しくなる県の財政状況を考える

と、受益者負担率 Should be値との乖離は看過で

きない。当施設の使用料は条例設定時にコスト回

収的なアプローチを考慮して設定されていると

いえるが、稼働率について考慮されておらず、ま

た天然芝の養生・WOS 期間や管理・運営コスト等

も考慮外となっているため、十分ではなかったと

（スポーツ振興課） 

当初の料金設定の考え方から大きな変遷

はないが、管理料等の増加や消費税増税に伴

い利用料を増額している。 

指摘のあった、入場料を徴収する場合の料

金について、アマチュアの場合は 7,090 円/

時間であるが、アマチュア以外の場合は

24,960 円/時間に設定しており、アマチュア

以外の場合の料金は近隣施設と同水準であ

る。 

アマチュアスポーツで入場料を徴収する

機会はほとんどないため、入場料を徴収する



 

考えられる。 

現在の当施設の使用料を中国地方の他の類似

施設と比較した場合、当施設の使用料は、入場料

を徴収しない場合には他の施設と比して低すぎ

るとまではいえないが、入場料を徴収する場合に

は他の施設と比較して 1/2～1/4 程度に設定され

ている可能性がある。また、電光掲示板の使用料

を徴収している施設があるが、当施設は料金設定

がない。 

一方、当施設の稼働状況については、全ての項

目で直近年度の計数が H26 年度対比減少してお

り、活用度が低下している。 

ただし、直近の平成 30 年度でも 146 回使用さ

れており、芝生の養生期間等を除くと約２日に１ 

度ピッチが利用されている計算になる。天然芝は

連続使用には適さず、ある程度使用した場合には

芝の補修と生育期間が必要となるため、稼働率を

上げるにしても限界がある。また、当施設が陸上

競技場との併設型ではないため、ピッチ以外の部

分を稼働させることもできない。さらに、当施設

は設置から既に 20 年近くが経過しており、構造

物にひび割れ等が生じていることから、今後修繕

コストも嵩むことが予想される。 

このため、当施設を今後も継続して運営する場

合、使用料の見直しだけでなく、人工芝への転換

等を含めた抜本的なコスト削減と活用度アップ

のための取り組みをしながら修繕コストを負担

する必要があり、非常に困難な運営が求められる

ため、県は具体的な措置により迅速に収支状況を

改善する措置を実行することが望まれる。また、

近隣に類似の施設があることから、収支改善が見

込めない場合には、廃止も含めて検討されたい。 

その大半は「アマチュアスポーツ以外に使用

する場合」である。 

電光掲示板については施設使用料に含ま

れているという考え方であり、また磁気反転

式を採用しているため、利用料金を徴収する

ほどの電気料金はかからず、新たに利用料金

を設定する必要性は低いと考える。 

示された受益者負担率 Should be値とは乖

離しているが、公の施設であることを考慮す

ると、他県の類似施設より大幅に高い料金設

定を行うことは適切ではない。現在の料金を

維持し、サッカー教室の充実や広報の強化等

による利用者の増加や管理費の抑制を図る

ことにより、利用者一人当たりの行政コスト

の低減に向けて努力していく。 

【3-1意見】 

県内のサッカーができる施設は多数存在する

が（一財）島根県サッカー協会のホームページで

紹介されている施設は８施設である。当施設が立

地される益田市にはいずれも天然芝のサッカー

場が３つ存在し、ひだまりパークみとは観客収容

人数が 250人であるため一定規模以上の公式戦の

実施は難しいが、益田市運動公園（益田市陸上競

技場）は観客収容人数が 4,000人と、当施設と遜

色がない規模といえる。また県内には松江市と出

雲市にそれぞれプロの公式戦の実施可能な施設

があり、県内の人口動静等を鑑みると、やや過剰

な状況にあるといえる。 

 この点も含め、県は市町村との連携も含め、施

（スポーツ振興課） 

①当施設は、サッカー専用の競技場として

県内唯一の施設であり、県大会の主会場とな

るなど、サッカー競技の拠点となっている 

②松江総合運動公園や島根県立浜山公園、

益田市運動公園（益田市陸上競技場）等は、

主に陸上競技のために使用される施設であ

り、陸上大会等があると使用することができ

ない。 

③また、県高校総体など大規模な大会を行

うには当該地域に一定規模のサッカー場が

複数必要。 

④石見部でもこうした大会が開催されて

おり、大会運営上、当該施設は必要。 



 

設の改廃を含めた抜本的な方針を検討すべきで

ある。 

以上のことから、当該施設は必要であると

考える。 

【4-1指摘事項】 

物品管理については、会計規則 93 条に物品証

書の貼付義務が規定されている。現地調査の際、

サンプルベースで島根県物品証書の貼付状況を

確認したところ、物品台帳には掲載されているも

のの、島根県物品証書の貼付がないものが発見さ

れた。当該状況は会計規則 93条違反となるため、

早急に貼付義務を遵守されたい。 

（スポーツ振興課） 

物品証書の貼付状況を点検し、未貼付を是

正する。 

13．島根県立東部総合福祉センター  

【1-1意見】 

当施設の設置目的は「県民に対し福祉に関する

相談、援助、情報の提供及び研修を行うこと」と

されており、当該 KPIは合目的的に設定されてい

るといえる。ただし、当施設は、その機能を複数

有しており、 

①福祉人材センター 

②母子・父子福祉センター 

③聴覚障害者情報センター 

④貸館業務 

の別に、それぞれの機能を適切に評価する KPIの

設定が求められる。例えば、①については「福祉

人材センターの職業紹介により就職した社会福

祉事業従事者数」、②については「就業相談、無料

職業紹介、養育費相談数」、③については「ビデオ

ライブラリー利用登録者数」、④については「施設

利用者数」等の KPIをそれぞれ設定し、複数の視

点から評価、分析等を行うべきである。また、利

用率向上対策のため利用している利用者アンケ

ート結果を素点化することも有効と考えられる

ため、対応を検討されたい。 

 

（健康福祉総務課） 

現在、①福祉人材センター、②母子・父子

福祉センター、③聴覚障害者情報センターに

ついては、他課の事務事業評価で個別に評価

しているため、これらの KPIについても、参

考とすべきデータとして活用し、評価を行う

こととした。 

利用者アンケート結果については、施設の

利便性の向上のために活用しているところ

であり、素点化までは考えていない。 

【2-1意見】 

公の施設は全ての住民に利用の機会を提供す

るために設置することが基本であることから、設

置目的に沿って住民が利用する場合は、低廉な負

担で利用できることが望ましい。一方で、利用者

が支払う使用料が施設に係る経費を下回る場合、

不足分は税金で賄うこととなり、県民全体の負担

となることから、負担の公平化を図るため、施設

を利用する受益者が相応の経費を負担すべきと

いえる。 

当施設の減免制度自体を否定するものではな

いが、当施設は毎年実際の使用料収入の２倍を超

える減免・免除額が発生しており、減免・免除額

を考慮せず受益者負担率を計算した場合、受益者

（健康福祉総務課） 

 総合福祉センター条例で定める「県民が

心豊かに健やかに暮らせる福祉社会の実現

を図る」ことを目的とする活動内容につい

ては、一定の条件のもと、引き続き使用料

の減免を行うこととする。 

 減免の適用に当たっては、団体における

施設の減免利用と福祉の増進活動の状況を

確認・精査する方向で運用を見直してい

く。 

 407研修室については和室であり、隣接す

る 406研修室（和室）とは襖で仕切られて

いる。そのため、406研修室に予約が入る

と、防音上の問題から、407研修室に予約が



 

負担率は約４%程度にまで低下する。 

また、当施設の貸室別の利用率は次のとおりで

ある。調理実習室は利用率が 28.1%と低いが、こ

こ３期間で改善傾向にある。一方 407研修室は稼

働率が 30.5%と低く、また徐々に低下している状

況にあるため、何らかの取り組みが必要と考えら

れる。 

このため、県は現状の当施設の特性や性格を踏

まえ、あるべき受益者負担割合を設定し、使用料

収入と行政コストとを勘案して個別の使用料や

減免制度を改定することが望ましい。加えて、減

免の適用について、毎年当該団体の活動実績書の

提出を受けて確認してはいるが、減免対象を厳格

化するなどの運用の見直しが求められる。また、

大規模修繕が見込まれる等、将来の受益者負担率

が大幅に変わると予測される場合には現在とは

状況が異なるため、県はこれらの事情を勘案し、

当施設の使用料等を合理的に試算、検討された

い。 

入らないため、稼働率が下がる。 

今後、両研修室の利用状況や利用者アン

ケート等を見ながら、必要に応じ、改装等

の検討をしていく。 

また、キャンセル率の高い団体に対し、

改善を依頼することにより、空いた部屋に

新たな予約を入れ、利用者の増加を図ると

ともに、新規の団体利用が増えるよう、他

分野（例：地域振興）の団体も含め、施設

のＰＲを行っていく。 

 このような取組により、利用者一人当た

りの行政コストの低減に向けて努力してい

く。 

【4-1意見】 

当施設の利用については、減免団体として認定

されると使用料が無料となり、原則として利用日

の１年前から予約が可能であるが、センター機能

（福祉人材センターの業務、母子・父子福祉セン

ターの業務、聴覚障害者情報センター及び視聴覚

障害者情報センターの業務）及び知事が必要と認

める場合には１年１か月前から予約が可能とな

る形で優遇されている。この点の運用状況につい

て現地調査で確認したところ、一部の減免団体が

早期の一括予約（仮押さえ）を行い、使用日前に

キャンセルしていることにより（キャンセルして

もキャンセル料等は不要）、その他の利用者の利

用機会が失われている実態が発見された。このこ

とは利用者アンケートでも指摘されており、減免

制度及び早期予約に係る優遇制度を濫用により

利用者間に不平等が生じている状況にある。 

指定管理者は当該影響を排除し、少しでも利用

率を上げるため、仕様書以上の人員を配置し、事

前予約団体に定期的に個別連絡する等の措置を

講じており、事務負担が増加している。 

県は、一定の期日までの本申請及びキャンセル

についての基準を設け、利用日までの一定の日数

を切ったキャンセルについてはキャンセル料を

徴収する等、利用者間の平等及び収入の確保に努

める体制を構築することが望まれる。 

（健康福祉総務課） 

直前キャンセルが多い団体に対し、適正利

用について要請を行い、当該団体からは、予

約の確定時期を早める等の改善策が提出さ

れたところである。 

今後、指定管理者によるキャンセル状況の

データ管理を徹底するとともに、団体の改善

策の実施状況を把握していく。 

その上で、今後も直前キャンセルが続く場

合は、状況に応じ、減免適用の取扱いを含め、

申請フロー等の見直しについて検討してい

く。 

【4-2意見】 （健康福祉総務課） 



 

当施設は、多数の団体がテナントとして入居し

ており、基本的には当施設の目的である「県民が

心豊かに健やかに暮らせる福祉社会の実現」に適

う団体が事務所等として使用しているとの説明

を受けている。また、これらの入居団体は、県の

事務又は事業の遂行上必要な事業を行う団体と

して使用料の全額ないし半額の免除を受けてい

る。なお、当該減免の適用関係は「行政財産の使

用料に関する条例（昭和 39年３月 24日島根県条

例第 42号）」に規定されていることを根拠とする。 

また、現在の当施設に入居している団体は全て

50%または 100%の減免を受けている状況にある。 

入居団体の中には「県民が心豊かに健やかに暮

らせる福祉社会の実現」とは直接関連性のない団

体（島根県消防協会、島根県食品衛生協会、松江

市・島根県共同設置松江保健所、松江市保健衛生

課）が存在している。もともと当施設は平成３年

に県が策定した島根県第二次中期計画に掲げる、

「多様な福祉ニーズに的確に対応するための総

合的な福祉対策の推進を図る拠点施設」として設

置されたものであり、当施設の入居団体は、設置

目的及び期待される役割に合致した団体である

ことが望ましい。すなわち、福祉対策の推進に合

致した団体が入居し、物理的な集積がなされるこ

とにより、島根県東部における福祉事業の共通性

や補完性が確保され、福祉に関する知的財産の集

積も期待できると考えられるため、県は当施設の

入居者を可能な限り当施設の趣旨に合うよう、運

用するべきである。 

また、当施設の趣旨に合致しない団体について

も行政財産の使用料に関する条例第４条第３項

の要件に合致しているとして減免の適用を受け

ているが、同様に県から委託等を受けており、当

施設に入居せず他の民間施設に家賃を支払って

業務を行っている団体との間で不公平が生じる

上、所管課との事務連携上のメリットがないと考

えられるため、このような団体にまで減免を適用

することには違和感がある。 

以上、入居の条件を可能な限り当施設の趣旨に

合う団体に限定すること、趣旨に合致しない団体

については減免の適用を制限する等、上記問題を

踏まえ、県は対応を検討されたい。 

施設の設置目的でもある「県民が心豊かに

健やかに暮らせる福祉社会の実現」に向け

て、現在、健康福祉部として、福祉分野と保

健分野の連携による総合的な施策推進を図

っているところである。 

指摘のあった団体のうち、松江市・島根県

共同設置松江保健所については、健康福祉部

の地方機関としての事務事業も担っており、

本県の施策推進との関連性が高いと判断し、

入居を認めている。また、島根県食品衛生協

会については、保健所の事務・事業と密接な

関連性を有し、県内の他圏域においても同様

に保健所内への入居を許可している状況に

あることも考慮し、入居を認めている。 

一方、島根県消防協会及び松江市保健衛生

課の入居については、当施設の趣旨に合致し

ているとは言えないが、使用目的及び使用可

能なスペースの状況等から、現状において、

管理運営上支障がないと認められる。このた

め、入居継続を認めることとするが、使用料

については減免を行わないこととする。 

なお、松江市・島根県共同設置松江保健所

については、別途、松江市から使用料相当額

を共同設置負担金として収入しているとこ

ろである。 

14．島根県立西部総合福祉センター 

【1-1意見】 

当施設の設置目的は「県民に対し福祉に関する

相談、援助、情報の提供及び研修を行うこと」と

 

（健康福祉総務課） 

現在、①福祉人材センター、②視聴覚障害

者情報センターについては、他課の事務事業



 

されており、当該 KPIは適切に設定されていると

いえる。ただし、当施設は、その機能を複数有し

ており、 

①福祉人材センター 

②視聴覚障害者情報センター 

③貸館業務 

の別に、それぞれの機能を適切に評価する KPIの

設定が求められる。例えば、①については「福祉

人材センターの職業紹介により就職した社会福

祉事業従事者数」、②については「ビデオライブラ

リー利用登録者数」、③については「施設利用者

数」等の KPIをそれぞれ設定し、複数の視点から

評価、分析等を行うべきである。また、利用率向

上対策のため利用している利用者アンケート結

果を素点化することも有効と考えられるため、対

応を検討されたい。 

評価で個別に評価しているため、これらの

KPI についても、参考とすべきデータとして

活用し、評価を行うこととした。 

利用者アンケート結果については、施設の

利便性の向上のために活用しているところ

であり、素点化までは考えていない。 

【2-1意見】 

公の施設は全ての住民に利用の機会を提供す

るために設置することが基本であることから、設

置目的に沿って住民が利用する場合は、低廉な負

担で利用できることが望ましい。一方で、利用者

が支払う使用料が施設に係る経費を下回る場合、

不足分は税金で賄うこととなり、県民全体の負担

となることから、負担の公平化を図るため、施設

を利用する受益者が相応の経費を負担すべきと

いえる。 

当施設の減免制度自体を否定するものではな

いが、当施設は毎年実際の使用料収入の２倍近い

減免・免除額が発生しており、減免・免除額を考

慮せず受益者負担率を計算した場合、受益者負担

率は約８%程度にまで低下する。 

また、当施設の貸室別の利用率を見ると、島根

県立東部総合福祉センターと比較して全般的に

利用率が低く、また低下傾向にある。特に調理実

習室、園芸実習室、和室については稼働率が２割

を切っている上、さらに低下する傾向にあり、深

刻な状況が続いている。 

このため、県は現状の当施設の特性や性格を踏

まえ、あるべき受益者負担割合を設定し、使用料

収入と行政コストとを勘案して個別の使用料や

減免制度を改定することが望ましい。加えて、減

免の適用について、毎年当該団体の活動実績書の

提出を受けて確認してはいるが、減免対象を厳格

化するなどの運用の見直しが求められる。また、

大規模修繕が見込まれる等、将来の受益者負担率

が大幅に変わると予測される場合には現在とは

（健康福祉総務課） 

 今後も、総合福祉センター条例で定める

「県民が心豊かに健やかに暮らせる福祉社

会の実現を図る」ことを目的とする活動内容

については、一定の条件のもと、引き続き使

用料の減免を継続する。 

減免の適用に当たっては、団体における

施設の減免利用と福祉の増進活動の状況を

十分に確認精査する方向で進めていく。 

 また、貸室の利用について、新規の利用が

増えるよう、様々な機会や媒体を活用し、施

設のＰＲ活動を行っていく。特に、利用率の

低い調理実習室等については、食品衛生の講

習会開催を働きかけ、利用率向上につながっ

ているところであるが、今後も福祉の増進活

動による利用を基本としつつ、地域の交流活

動等での利用も呼びかけるなど、利用率の向

上に向けて取り組んでいく。 

 併せて、キャンセル率の高い団体に対し、

改善を依頼することにより、空いた部屋に新

たな予約を入れ、利用者の増加を図ってい

く。 

このような取組により、利用者一人当たり

の行政コストの低減に向けて努力していく。 



 

状況が異なるため、県はこれらの事情を勘案し、

当施設の使用料等を合理的に試算、検討された

い。 

【4-1意見】 

指定管理者制度を導入しても、申請者が継続し

て１社しかない状況が継続した場合、当該制度を

採用する意味が失われることになる。当施設の指

定管理に係る現地説明会には複数社参加するこ

ともあるが、応募者は現在の指定管理者のみの状

況が継続している。また、現地説明会参加者に対

し、県は応募しなかった理由等のヒアリングは行

っていない。説明会参加者は、少なくとも当施設

の管理運営に関心を示していると思われ、県は応

募しなかった理由等のヒアリングを行い、次回の

公募手続きに活かすなど、競争性を確保し、より

質の高い管理運営になるよう工夫されたい。 

（人事課、健康福祉総務課） 

事業者に対する広報等の充実を検討する

とともに、指定管理を行うメリットがより図

られるよう、指定管理施設の利用向上に資す

る取組みについて検討する。 

また、前回公募時に問い合わせのあった事

業者に対して、応募に至らなかった原因等を

聞き取り、次回公募に向けて公募内容等の見

直しを検討する。 

【4-2意見】 

物品管理については、会計規則 84 条に物品の

善管注意義務が規定されている。このため、物品

管理台帳の合理性、即ち現物の実査は定期的に行

われるべきであり、現物の実査がなされていない

状況は改善すべき点である。県が直接現物確認を

行う手続が最も好ましいが、少なくとも指定管理

者に物品の実査を求め、当該状況を確認する手続

は必要であるため、当該手続を追加すべきと考え

る。 

（健康福祉総務課） 

毎年度、指定管理者による物品の実査を行

う旨を基本協定書に規定し、現在、指定管理

者が物品の実査を行っているところである。 

今後、指定管理者が物品の実査を行った

ことを県が確認する手続きを行う。 

【4-3意見】 

当施設は、多数の団体がテナントとして入居し

ており、基本的には当施設の目的である「県民が 

心豊かに健やかに暮らせる福祉社会の実現」に適

う団体が事務所等として使用しているとの説明

を受けている。また、これらの入居団体は、県の

事務又は事業の遂行上必要な事業を行う団体と

して使用料の全額ないし半額の免除を受けてい

る。なお、当該減免の適用関係は「行政財産の使

用料に関する条例（昭和 39年３月 24日島根県条

例第 42号）」において規定されていることを根拠

とする。 

また、現在の当施設に入居している団体は一部

を除き 50%または 100%の減免を受けている状況に

ある。 

 入居団体の中には「県民が心豊かに健やかに暮

らせる福祉社会の実現」とは直接関連性のない団

体（浜田公証役場、一般社団法人しまね縁結びサ

ポートセンター）が存在している。当施設の趣旨

は島根県東部総合福祉センター（いきいきプラザ

（健康福祉総務課） 

施設の設置目的でもある「県民が心豊か

に健やかに暮らせる福祉社会の実現」に向

けて、現在、健康福祉部として、少子化対

策としての結婚支援にも力を入れている

ところである。 

指摘のあった団体のうち、一般社団法人

しまね縁結びサポートセンターについて

は、健康福祉部として当該団体との連携を

図り施策を推進していることから、入居を

認めている。 

一方、浜田公証役場の入居については、

当施設の趣旨に合致しているとは言えな

いが、使用目的及び使用可能なスペースの

状況等から、現状において、管理運営上支

障がないと認められるため、入居継続を認

めることとする。 

なお、浜田公証役場については、現状に

おいても減免規定の該当がないため、全額

を徴収している。 



 

島根）と同じく「多様な福祉ニーズに的確に対応

するための総合的な福祉対策の推進を図る拠点

施設」として設置されたものであり、当施設の入

居団体は、設置目的及び期待される役割に合致し

た団体であることが望ましい。すなわち、福祉対

策の推進に合致した団体が入居し、物理的な集積

がなされることにより、島根県西部における福祉

事業の共通性や補完性が確保され、福祉に関する

知的財産の集積も期待できると考えられるため、

県は当施設の入居者を可能な限り当施設の趣旨

に合うよう、運用するべきである。 

 また、当施設の趣旨に合致しない団体について

も行政財産の使用料に関する条例第４条第３項

の要件に合致しているとして減免の適用を受け

ている団体があり、同様に県から委託等を受けて

おり、当施設に入居せず他の民間施設に家賃を支

払って業務を行っている団体との間で不公平が

生じる上、所管課との事務連携上のメリットがな

いと考えられるため、このような団体にまで減免

を適用することには違和感がある。 

 以上、入居の条件を可能な限り当施設の趣旨に

合う団体に限定すること、趣旨に合致しない団体 

については減免の適用を制限する等、上記問題を

踏まえ、県は対応を検討されたい。 

 

15．島根県花ふれあい公園 

【2-1意見】 

当施設は「島根県花き振興品目」の保存、啓発

の中心拠点としての役割を担う施設であり、県の

施設として安価なサービスを県民に提供する責

務があるとの見解は理解できるが、今後ますます

厳しくなる県の財政状況を考えると、受益者負担

率 Should be値との乖離は看過できない。現在、

当施設の入園料は開設当初設定されてから事実

上改定されておらず、県はコスト（建設費や運営

費など）回収的なアプローチによる検討は現在ま

で具体的には行っていない。なお、監査人が収集

した、現在の公営の花きをテーマとした誘客施設

の入園料等のベンチマークから見ると、入園料を

比較する場合、国内最大級の規模を誇る隣県の

「とっとり花回廊」は当施設と規模が異なるため

単純な比較は難しいが、その他の同規模の施設と

比較して当施設の入園料が「安すぎる」印象はな

い。ただし、上記「無料」としている施設の多く

は、施設内に有料の貸展示室があり、ホール等に

ついても展示スペースとして利用する場合には

「13 円/㎡」などと利用料が設定されている。ま

 

（産地支援課） 

花や花苗の販売及び会議室の有料化など

収益性の確保策について、検討を進めてい

く。 

プロモーションの改善については、周辺施

設等との連携やSNSの活用などの広報を展開

し、県内広域エリアへのＰＲを強化する。 

このような取組により、利用者一人当たり

の行政コストの低減に向けて努力していく。 



 

た、寄せ植え教室や手入れ教室の数も多く、リー

スづくりやハーバリウムづくり等の体験教室、展

示即売会や花材即売会等を絡めたイベントを積

極的に行っている施設もある。一方当施設の場

合、利用者アンケートでも花や花苗の販売を望む

声が多いにも拘らず殆ど実行されておらず、また

園芸教室等のための会議室もあるが無料で開放

（年間パスポート購入を条件とする場合もある

が）しており、収益獲得の機会を逃している。 

このため、すぐにでも当該サービスの開始を検

討し、受益者負担率を高める措置を講ずるべきで

ある。 

また、利用者数の７割が出雲市民であることに

ついては県も従来から問題視しているが、改善さ

れていない。当施設が出雲西 IC に近接した好立

地にあり、また、また県内最大の誘客施設である

出雲大社から近いことも合わせると、プロモ―シ

ョンに問題があることが想定され、この点につい

ても早期の改善が望まれる。 

【3-1意見】 

当施設の設置目的は、島根県花振興センター条

例第２条において「①花きに関する知識の普及及

び栽培技術の向上を図ることにより花き園芸の

振興に寄与すること」と、「②花きに親しむ機会を

提供すること」と定義されている。 

①に関しては、近接する島根県農業技術センタ

ーがあり研究開発や情報発信が行われているこ

とから、当該施設との役割分担がやや不明瞭であ

り、②については、隣県である鳥取県に国内最大

級の「とっとり花回廊」が、隣接する松江市には

松江フォーゲルパークがあり、民間にも牡丹やつ

つじ、シャクヤク等をテーマにした花に親しむ施

設や名所は複数存在している。また、当施設にお

ける展示が、特段「島根」や「山陰」に所縁のあ

る花き等を恒常的にアピールしているともいえ

ない。結果として、出雲市からの誘客が７割を占

め、近隣からのリピーター顧客の占有率が高く、

市外からの顧客の伸びに繋がっていない。 

この点、当施設が出雲市の施設であるトキ分散

飼育センターと隣接していることから、一体的に

運営する方がプロモーション上のシナジーがあ

り、また管理も効率的に行うことができると考え

られる。これらの施設を一体的に運営・管理する

方法がないか、出雲市と協議を進められたい。 

（産地支援課） 

出雲市と協議を進める。 

【4-1意見】 

 指定管理者制度を導入しても、申請者が継続し

（産地支援課） 

前回の公募当時、現地説明会に参加した１



 

て１社しかない状況が継続した場合、当該制度を 

採用する意味が失われることになる。当施設の指

定管理に係る現地説明会には複数社参加するこ

ともあるが、申請者は現在の指定管理者のみの状

況が継続している。また、現地説明会参加者に対

し、県は申請しなかった理由等のヒアリングは行

っていない。説明会参加者は、少なくとも当施設

の管理運営に関心を示していると思われ、県は申

請しなかった理由等のヒアリングを行い、次回の

公募手続きに活かすなど、競争性を確保し、より

質の高い管理運営になるよう工夫されたい。 

社に対しヒアリングを実施する。 

【4-2意見】 

収支経理管理について、県は業務報告書の確認

のみで、収支管理簿（現金出納帳）や指定管理者 

の帳簿の査閲による確認は行っていない。当該手

続のみでは、収支に指定管理外の経費の混入等の 

事実があったとしても把握することができない

ため、手続として不十分である。このため、少な

くともサンプルベースで指定管理者の収支管理

簿や帳簿を査閲し、不合理な点がないか否かにつ

いて心証を得る手続を追加すべきである。 

（産地支援課） 

指定管理料の支出について、指定管理者の

収支管理簿や帳簿等とサンプリングした証

拠書類を突合するなど実地調査を行う。 

【4-3意見】 

団体利用による減免を確認する際、指定管理者

は現場で人数をカウントして基準に合致してい

るか否かを確認するのみで、利用者から減免申請

書を求めることはしていない。当該方法に拠る場

合、団体利用に係る減免の事実を確認する証跡が

残らないため、県は指定管理者に対し、団体利用

による場合にも減免申請書の提出を求めるよう

に指導すべきである。 

 また、団体以外については減免申請書を徴求し

ているところ、減免規定が適切に運用されている

かについて、県は減免対象人数等の確認を行うの

みで、減免申請書自体の確認は行っていない。運

用は指定管理者に任せているとのことであるが、

牽制のため、サンプルベースでも申請書の現物を

確認し、減免対象人数、減免額に不合理な点がな

いか否かについて、少なくとも年に一度は心証を

得る手続を追加すべきである。 

（産地支援課） 

団体利用の減免申請書の提出を求めるよ

う指定管理者に指導するとともに、指定管理

者の報告書等とサンプリングした減免申請

書と突合するなど確認を行う。 

16．島根県立宍道湖自然館 

【2-1意見】 

当施設は宍道湖・中海をテーマとした淡水魚水

族館であり、教育・学習、観光、ふれあい、癒し

等複合的な役割を担う重要な施設であるため、県

の施設として安価なサービスを県民に提供する

責務があるとの見解は理解できるが、今後ますま

 

（水産課） 

展示内容の魅力化及び団体向けサービス

の充実等により、利用者の増加と収益向上を

図り、利用者一人当たりの行政コストの低減

に向けて努力していく。 

受益者負担割合と収支状況について継続



 

す厳しくなる県の財政状況を考えると、受益者負

担率 Should be値との乖離は看過できない。現在、

当施設の入館料は開設当初設定されてから事実

上改定されておらず、県はコスト（建設費や運営

費など）回収的なアプローチによる検討は現在ま

で具体的には行っていない。比較のため、監査人

が独自に作成した地場水系をテーマとした水族

館の入館料等に関するベンチマークから見ると、 

当施設の入館料はベンチマークと比較して平均

的であり、入館料を上げることは難しい。一方、

入館者数はベンチマークと比較して少ない印象

がある。当施設より入館者数が少ない四万十川お

さかな館は町営虹の森公園内の一施設であり、ま

たアクアリウムさがみはらとさいたま水族館は

都会地に立地しているため当施設とは環境が異

なるが、規模は当館の 3/4程度である。一方で、

当施設の入館者数の推移は次のとおり増加傾向

にある。 

入館者数を「ここまで伸ばすべき」とまではい

えないが、仮に入館者数を平成 19 年の水準まで

伸ばすことができた場合、受益者負担率を 23%程

度まで上げることができる可能性があり、県は現

状の当施設の特性や性格を踏まえ、あるべき受益

者負担割合を設定し、入館料収入と行政コストと

を勘案して利用料や入館者数の目標を設定し、施

設設置者として主導的に指導することが求めら

れる。 

また、設定した受益者負担割合と上記収支状況

を継続してモニタリングし、乖離状況が大きくな

った場合にはその都度入館料を改定する等の措

置も合わせて検討すべきである。 

してモニタリングし、乖離が大きくなった場

合には入館料の改定を行う。 

【4-1意見】 

一般に非公募とする際には、指定管理制度の利

点を減殺させる可能性があるため、その必要性が

ある場合に限定されるべきである。従って、その

原因が「特殊なノウハウや専門性」が本当に特定

の団体に限定されるのか等について、他都市の事

例や民間事業者へのサウンディングを行い、十分

に検証し、当該検証の経緯や証跡を保存する必要

がある。さらに、最終的には第三者委員会やワー

キンググループ等により自治体等の特性を踏ま

え、第三者委員会等による検討を経る等の手続も

有効と考えられる。 

この点、県は指定管理制度運用に係る共通ガイ

ドライン（島根県総務部人事課・財政課平成16年

９月21日制定令和元年５月16日最終改正）におい

（人事課、水産課） 

非公募の基準において、これまで具体的な

事例を「水生生物の飼育・展示に係る施設な

ど」としていたものを「水生生物の飼育・繁

殖・展示に係る施設など」に改訂する。 

 



 

て、指定管理者の募集方法を原則公募としなが

ら、特別の事情（水生生物の飼育・展示に係る施

設など）があると認める場合には非公募とするこ

とができる旨規定している。水生生物の飼育員が

一定期間で入れ替わることは生体管理上課題が

あることは理解できるが、当該課題解決のための

施策やアイデアを入り口から遮断することは不

合理であり、また、他県の事例には公募としてい

るケースも多い。さらに、県が当初行ったサウン

ディングの対象とした施設で指定管理者制度を

採用している７施設のうち３施設が非公募であ

ったが、現在ではこのうち１施設（羽生水郷公園）

が公募に転換され、残る２施設は周辺の施設を含

めた一体管理可能な唯一の先であることが非公

募とされた理由に含まれている点で当施設とは

状況が異なる。 

一方、当施設の場合、わが県固有の資源である

宍道湖・中海に関連する珍しい汽水・淡水域に生

息する水生生物を中心とした展示、調査研究を行

っており、しかも展示する生物のほとんどを職員

が採集していることまで考慮した場合、現在の指

定管理者以外に同等の事務が実施できる団体が

ないとする県の考え方は理解できる。また、現在

管理している団体がその固有の事業として自然

生物の保護繁殖をおこなっており、当施設でも島

根県のレッドデータブックに載っているような

希少生物を保護・繁殖して展示している。これら

のことから、当施設を非公募とするに足りる理由

があると考える。 

このため、県は「非公募」の理由としている特

別な事情を、上記の事情も踏まえた合理的な要件 

に改訂されたい。 

【4-2意見】 

収支経理管理について、県は業務報告書の確認

のみで、収支管理簿（現金出納帳）や指定管理者

の帳簿の査閲による確認は行っていない。当該手

続のみでは、収支に指定管理外の経費の混入等の

事実があったとしても把握することができない

ため、手続として不十分であるため、少なくとも

サンプルベースで指定管理者の収支管理簿や帳

簿を査閲し、不合理な点がないか否かについて心

証を得る手続を追加すべきである。 

（水産課） 

指定管理料の支出について、指定管理

者の収支管理簿や帳簿等とサンプリング

した証拠書類を突合するなど実地調査を

行う。 

【4-3意見】 

減免規定が適切に運用されているかについて、

県は全く確認を行っていない。少なくとも年に一

度は減免申請書と減免に関する報告書類とを突

（水産課） 

指定管理者の報告書等とサンプリング

した減免申請書と突合するなど確認を行

う。 



 

合する等の手続を実施するべきである。 

17. 島根県立産業交流会館 

【2-1意見】 

当施設の受益者負担率は 55%程度となり、監査

人が独自に算出した負担率を下回る結果となっ

た。また、監査人が収集した、主な産業交流会館

の利用料等のベンチマークから見ると、当施設の

利用者数は、同規模であるサンメッセ香川の半分

程度であり、また、当施設は夢メッセみやぎの 2/3 

の規模であるが、利用者数は半分程度である。利

用料（大展示場）についてはサンメッセ香川と同

程度であるが、グランメッセ熊本に比して２割程

度低い。もっとも現状の利用料が当施設や地域の

特性・性格に照らして妥当かどうかは一概には言

えない。このため、県は現状の当施設の特性や性

格を踏まえ、あるべき受益者負担割合を設定し、

利用料収入と行政コストとを勘案して利用料を

設定することが望ましい。また、設定した受益者

負担割合と上記収支状況を継続してモニタリン

グし、乖離状況が大きくなった場合にはその都度

利用料を改定する等の措置も合わせて検討すべ

きである。 

 

（商工政策課） 

産業交流会館は、独立採算制の確保の視点

から、指定管理者である（一財）くにびきメ

ッセへ収受させる「利用料金制」を採用して

いる。 

利用料金の設定の考え方としては、受益者

負担の原則に立つが、当会館は公の施設であ

ることから、他の類似施設とのバランスにも

配慮し、かつ、管理運営は（一財）くにびき

メッセにおいて独立採算で経営することと

しているため、同財団の健全な経営が確保で

きるよう配慮し設定している。（具体的には、

同程度の広さを有する全国の類似施設の平

均㎡単価を基準に設定） 

今回、利用料金の見直しを検討したが、以

下の理由から利用料金は当面据え置くこと

とする。 

・当会館は、県内産業の振興と国際交流の

促進により地域活性化を図ることを設

立目的とした公の施設であることから、

他の類似施設とのバランスにも配慮す

る必要があること。 

・料金設定時から全国の類似施設の平均㎡

単価を適用しており、コンベンション招

致における競合施設に対する競争力を

維持する観点からも、利用料金設定時の

考え方を踏襲し料金設定することが適

当であること。 

・利用料金設定時と同様の考え方で類似施

設の利用料金を比較し利用料金のアッ

プ率（H15→R２）を確認した結果、大半

の施設が利用料金を据え置き又は減額

設定していたこと。（H15に今回と同じく

類似施設の利用料金を比較し利用料の

見直しを検討したが、H11→H15のアップ

率は概ね０％であったため現行価格に

据え置いた。） 

 

しかしながら、管理運営は（一財）くにび

きメッセにおいて独立採算で経営すること

としていることから、同財団の健全な経営が

確保できるよう配慮し設定する必要もある

ため、同財団の収支状況を視野に入れながら

利用料金の見直しについて定期的に検討す



 

ることとする。 

なお、当面は利用者の確保等を通じ、利用

者一人当たりの行政コストの低減に向けて

努力していくこととする。 

【4-1意見】 

当施設の指定管理に係る説明会参加者数及び

申請者数は、次に示すように指定管理制度が導入

された第１期は現地説明会に 18 が参加し、３社

の申請があったが、第 2期以降の申請は現在の指

定管理者の単独指名が継続しており、第３期以降

については説明会参加者も現在の指定管理者の

みとなっている。 

第 2期までは説明会参加者が複数存在していた

が、県は申請に至らなかった理由等について追跡

調査を行っていない。第３期以降は説明会への参

加も１社のみであり、指定管理制度を採用する意

味に疑念が生じかねない。何らかの方法で申請に

至っていない原因と現状とのギャップ分析を行

い、指定管理制度が真に意味を持つよう、現状を

精査すべきである。 

（人事課、商工政策課） 

説明会への参加が複数あったのは１０年

以上前であり、参加した事業者へのヒアリン

グ等が困難であるため、申請に至っていない

原因と現状のギャップ分析を行うことは難

しい。 

次回以降の公募時には、事業者に対する広

報等の充実を検討するとともに、指定管理を

行うメリットがより図られるよう、指定管理

施設の利用向上に資する取組みについて検

討する。 

また、次回の公募説明会において、説明会

に参加し、申請に至らなかった事業者があれ

ば、その理由等についてヒアリングを行うな

ど原因分析を行うこととする。 

【4-2意見】 

収支経理管理について、県は業務報告書の確認

のみで、収支管理簿（現金出納帳）や指定管理者

の帳簿の査閲による確認は行っていない。当該手

続のみでは、収支に指定管理外の経費の混入等の

事実があったとしても把握することができない

ため、手続として不十分である。このため、少な

くともサンプルベースで指定管理者の収支管理

簿や帳簿を査閲し、不合理な点がないか否かにつ

いて心証を得る手続を追加すべきである。 

（商工政策課） 

指定管理者における収支管理簿（現金

出納帳）及び帳簿の査閲による確認は、

人事課作成の「指定管理施設に係る実地

調査チェックリスト」を参考に、実地調

査する機会を設け、実査結果についても

証跡を残すよう改める。また、現金残高

と帳簿残高の一致について、指定管理者

内で確認結果の証跡が残されているか、

確認を行う。 

 

【4-3意見】 

 指定管理者においては物品の実査を年１回実

施しているが、県において当該実施状況の確認は

なされていない。物品の所有権は基本的に県に帰

属するものであるため実査も県が行うことが望

ましいが、指定管理者が実施しているのであれ

ば、その実施結果を県が確認し、確認した証跡を

残すという手続きは必要と考える。 

（商工政策課） 

指定管理者において物品の実査を年１

回定期的に実施しているため、当実査に

併せて、人事課作成の「指定管理施設に

係る実地調査チェックリスト」を参考

に、県においても、指定管理者が行う実

査に誤りがないか確認する。 

 

18．島根県立石見海浜公園 

【2-1意見】 

当施設は公園でもあり、県の施設として安価な

サービスを県民に提供する責務があるとの見解

は理解できるが、今後ますます厳しくなる県の財

政状況を考えると、受益者負担率 Should be値と

 

（都市計画課） 

 コストには無料で利用可能な遊具や公園

部分も含まれており、これらを除く有料公園

施設部分に限れば一定の負担率は達成され

ていると推定される。 



 

の乖離は看過できない。当施設内の有料施設に係

る利用料はコスト（建設費や運営費など）回収的

なアプローチによる検討により設定されたもの

ではなく、近隣の類似施設の使用料を参考にして

決定されたとの説明を受けている。 

監査人が「キャンプ場検索・予約サイト【なっ

ぷ】」を参考にして収集した、現在の近隣のケビ

ン、オートキャンプ場利用料のベンチマークから

見ると、当施設のケビンの利用料金は上記の平均

値よりもかなり低く設定されており、オートキャ

ンプサイトの利用料金は概ね平均値と大差ない

ことが分かる。従って、ケビンの利用料について

は再検討の余地がある。仮にケビンサイトの利用

料を 3,000円程度上げた場合、利用数が変わらな

ければ、それだけで受益者負担率を 20%程度まで

押し上げることができる。 

このため、県は現状の当施設の特性や性格を踏

まえ、あるべき受益者負担割合を設定し、利用料

収入と行政コストとを勘案して個別の利用料を

設定することが望ましい。また、設定した受益者

負担割合と上記収支状況を継続してモニタリン

グし、乖離状況が大きくなった場合にはその都度

利用料を改定する等の措置も合わせて検討すべ

きである。 

また、施設の新設当時は主に近隣施設の状況

を参考に利用料金を設定しているが、近年、

新設および大規模改修を行った施設につい

ては、維持管理コストから算出した額に近隣

施設の状況を加味して利用料金の見直しを

行ってきている。 

 また、ケビンの利用料について近隣施設と

の比較において利用料金の差が大きいのは、

比較対象との付属設備の差異が大きいため

であり、近隣の同種類似施設との比較におい

ては差異が認められない。 

今後、老朽化したケビン等の施設更新に当た

っては、主な利用者層である都市住民のニー

ズを反映させるなど、利用料金単価上昇につ

なげる検討が必要であり、また、マリンハウ

スの活用策や、遊具も更新に合わせて利用の

多いゾーンへ集約を検討するなど、公園全体

での利活用の可能性について検討する。 

 これらの取組により、利用者一人当たりの

行政コストの低減に向けて努力していく。 

【4-1意見】 

当施設の指定管理制度導入１期目と２期目に

は現地説明会に多数の事業者が出席しており、複

数の事業者から申請を受けていたが、３期目以降

は連続して現在の指定管理者以外からは現地説

明会への出席もない。また、現地説明会参加者に

対し、県は申請しなかった理由等のヒアリングは

行っていない。説明会参加者は、少なくとも当施

設の管理運営に関心を示していると思われ、県は

申請しなかった理由等のヒアリングを行い、次回

の公募手続きに活かすなど、競争性を確保し、よ

り質の高い管理運営になるよう工夫されたい。 

また、当施設に係る指定管理者の申請が単独と

なった場合に関する特段の規定や取扱いはない

との説明を受けている。現在の運用では、単独申

請者の点数が低い場合や指定管理者としないこ

とが望まれるその他の事情がある場合に、規定等

に基づいて不指定とすることができない。一般的

には、指定管理者の申請が単独になった場合で選

定委員会の各選定委員の評価点の平均点が満点

の 60%を下回る場合、または選定委員の過半数の

同意が得られない場合には指定管理候補者とし

（人事課、都市計画課） 

今後、事業者に対する広報等の充実を検討

するとともに、指定管理を行うメリットがよ

り図られるよう、指定管理施設の利用向上に

資する取組みについて検討する。 

応募者が単独となった場合の取扱いは、こ

れまで選定会議当日に選定委員間の申合せ

で行ってきたが、次回の選定（令和６年度予

定）の際は、この申合せ内容を選定基準に明

文化する。 



 

て選定しない旨が運用上明文化されていること

が多く、当施設の安定的な管理業務の運用を確保

するため、このような規定等を導入することが望

まれる。 

【4-2指摘事項】 

現場視察の際、機能的に今後使用見込がない物

品があり、県に廃棄等の対応を問い合わせたが未

回答のまま廃棄されずにそのまま残存している

ものがあるとの説明を受けた。物品管理について

は、会計規則 84 条に物品の善管注意義務が規定

されており、また 102条１項に「物品のうち機能

の減退その他の事由により使用に耐えなくなっ

たものがあるときは、速やかに不用品決定調書に

より不用の決定をし、処分について支出負担行為

担当者又は契約担当者に必要な措置を請求する

とともに、物品払出調書により出納機関に通知し

なければならない」とされているため、当該規定

に沿って処理するよう、改善されたい。 

（都市計画課） 

使用しなくなった物品については、指定管

理者と連携して適切に処分を行う。 

19．島根県立万葉公園 

【2-1意見】 

当施設は公園でもあり、県の施設として安価な

サービスを県民に提供する責務があるとの見解

は理解できるが、今後ますます厳しくなる県の財

政状況を考えると、受益者負担率 Should be値と

の乖離は看過できない。当施設内の有料施設に係

る使用料はコスト（建設費や運営費など）回収的

なアプローチによる検討により設定されたもの

ではなく、近隣の類似施設の使用料を参考にして

決定されたとの説明を受けている。 

監査人が「キャンプ場検索・予約サイト【なっ

ぷ】」を参考にして収集した、現在の近隣のケビ

ン、オートキャンプ場利用料のベンチマークから

見ると、当施設のオートキャンプサイトの利用料

金は概ね平均値と大差ないため、稼働率を上げる

かコストを下げなければ受益者負担率 Should be

値との乖離を縮めることはできないことになる。

この点、当施設の場合、次のとおり有料施設の稼

働率が極端に低い実態があり、コストをかけて当

該施設を維持すべきか否か疑念が生じる。 

当施設の場合、受益者負担率以前の問題とし

て、収益事業を廃止し、公園としての機能のみで

コストを抑えて運営するのが最適である可能性

があり、県は当該視点も含めて再検討することが

望まれる。 

仮に収益事業を継続するとなった場合には、他

の施設同様、県は自らあるべき受益者負担割合を

 

（都市計画課） 

 コストには無料で利用可能な遊具や公園

部分も含まれており、これらを除く有料公園

施設部分に限れば一定の負担率は達成され

ていると推定される。 

また、施設の新設当時は主に近隣施設の状況

を参考に利用料金を設定しているが、近年、

新設および大規模改修を行った施設につい

ては、維持管理コストから算出した額に近隣

施設の状況を加味して利用料金の見直しを

行ってきている。 

 今後、稼働率の低い有料公園施設について

は、廃止も含めた利活用の方向性を検討する

ことにより、利用者一人当たりの行政コスト

の低減に向けて努力していく。 



 

設定し、利用料収入と行政コストとを勘案して個

別の利用料を設定することが望まれる。また、設

定した受益者負担割合と上記収支状況を継続し

てモニタリングし、乖離状況が大きくなった場合

にはその都度利用料を改定する等の措置も合わ

せて検討すべきである。 

【4-1意見】 

当施設の指定管理制度導入１期目から３期目

までは現地説明会に複数の事業者が出席してお

り、複数の事業者から申請を受けていたが、４期

目以降は連続して現在の指定管理者以外からは

現地説明会への出席もない。また、現地説明会参

加者に対し、県は申請しなかった理由等のヒアリ

ングは行っていない。説明会参加者は、少なくと

も当施設の管理運営に関心を示していると思わ

れ、県は申請しなかった理由等のヒアリングを行

い、次回の公募手続きに活かすなど、競争性を確

保し、より質の高い管理運営になるよう工夫され

たい。 

また、当施設に係る指定管理者の申請が単独と

なった場合に関する特段の規定や取扱いはない

との説明を受けている。現在の運用では、単独申

請者の点数が低い場合や指定管理者としないこ

とが望まれるその他の事情がある場合に、規定等

に基づいて不指定とすることができない。一般的

には、指定管理者の申請が単独になった場合で選

定委員会の各選定委員の評価点の平均点が満点

の 60%を下回る場合、または選定委員の過半数の

同意が得られない場合には指定管理候補者とし

て選定しない旨が運用上明文化されていること

が多く、当施設の安定的な管理業務の運用を確保

するため、このような規定等を導入することが望

まれる。 

（人事課、都市計画課） 

今後、事業者に対する広報等の充実を検討

するとともに、指定管理を行うメリットがよ

り図られるよう、指定管理施設の利用向上に

資する取組みについて検討する。 

応募者が単独となった場合の取扱いは、こ

れまで選定会議当日に選定委員間の申合せ

で行ってきたが、次回の選定（令和６年度予

定）の際は、この申合せ内容を選定基準に明

文化する。 

20．島根県立浜山公園 

【2-1意見】 

当施設における１人当りの利用料収入の実績

は平均 148円程度であり、利用者数の実績は平均

488 千人（内、有料施設利用者数平均 313 千人）

程度となっている。利用者サービスの向上策を計

画して取り組んでいるものの、効果として表れる

までは至っていない。 

また、監査人が独自に収集した近隣の主な都市

公園の規模及び利用者数を見ると、敷地面積がほ

ぼ同程度の鳥取県立布勢総合運動公園と比較し

て利用者数は年間 42千人程度下回っている。 

当施設は、令和４年度に第１種公認検定に向け

 

（都市計画課） 

 コストには無料で利用可能な遊具や公園

部分も含まれており、これらを除く有料公園

施設部分に限れば一定の負担率は達成され

ていると推定される。 

また、施設の新設当時は主に近隣施設の状

況を参考に利用料金を設定しているが、近

年、新設および大規模改修を行った施設につ

いては、維持管理コストから算出した額に近

隣施設の状況を加味して利用料金の見直し

を行ってきている。 

なお、当面は利用者の確保等を通じ、利用



 

た大規模な施設改修が予定されていることから、

利用者数の増加に向けたサービスの向上や自主

事業の必要性は益々高まり、また改修コストの回

収という観点からは利用料金の見直し（値上げ）

の検討も必要になると考えられる。 

このため、県は現状の当施設の特性や性格を踏

まえ、あるべき受益者負担割合を設定し、利用料

収入と行政コストとを勘案して個別の利用料を

設定することが望ましい。また、設定した受益者

負担割合と上記収支状況を継続してモニタリン

グし、乖離状況が大きくなった場合にはその都度

利用料を改定する等の措置も合わせて検討すべ

きである。 

者一人当たりの行政コストの低減に向けて

努力していくこととする。 

【3-1意見】 

少年野球場のスコアボード（電光掲示板）が修

繕不能で、多額の更新費用がかかることからその

ままにしているとの説明を受けた。利用料を払っ

ているにもかかわらず当該設備が使えない状況

は、クレームの原因になり利用者数の減少にも繋

がりかねない。設備更新の優先度などを慎重に検

討し、早急な対応が望まれる。 

（都市計画課） 

スコアボードは平成 16 年度に宝くじ助成

事業で整備（県費負担なし）されたものであ

り、利用料金には含まれていない。設置後 15

年を経過し老朽化が進んでいるが、部品がな

く修理が困難。自治体向けの宝くじ助成事業

はその後廃止されており、県費での更新（5千

万円程度）は困難であるため、撤去する方向

で検討する。 

 なお、既に代替の簡易スコアボードを設置

している。 

【4-1意見】 

指定管理者制度を導入しても、申請者が継続し

て1社しかない状況が継続した場合、当該制度を

採用する意味が失われることになる。当施設の指

定管理に係る現地説明会には複数社参加するこ

ともあるが、申請者は現在の指定管理者のみの状

況が継続している。また、現地説明会参加者に対

し、県は申請しなかった理由等のヒアリングは行

っていない。説明会参加者は、少なくとも当施設

の管理運営に関心を示していると思われ、県は申

請しなかった理由等のヒアリングを行い、次回の

公募手続きに活かすなど、競争性を確保し、より

質の高い管理運営になるよう工夫されたい。 

また、当施設に係る指定管理者の公募が単独と

なった場合に関する特段の規定や取扱いはない

との説明を受けている。現在の運用では、単独申

請者の点数が低い場合や指定管理者としないこ

とが望まれるその他の事情がある場合に、規定等

に基づいて不指定とすることができない。一般的

には、指定管理者の申請が単独になった場合で選

定委員会の各選定委員の評価点の平均点が満点

の60%を下回る場合、または選定委員の過半数の

（人事課、都市計画課） 

今後、事業者に対する広報等の充実を検討

するとともに、指定管理を行うメリットがよ

り図られるよう、指定管理施設の利用向上に

資する取組みについて検討する。 

応募者が単独となった場合の取扱いは、こ

れまで選定会議当日に選定委員間の申合せ

で行ってきたが、次回の選定（令和６年度予

定）の際は、この申合せ内容を選定基準に明

文化する。 



 

同意が得られない場合には指定管理候補者とし

て選定しない旨が運用上明文化されていること

が多く、当施設の安定的な管理業務の運用を確保

するため、このような規定等を導入することが望

まれる。 

【4-2意見】 

減免規定が適切に運用されているかについて

は、口頭でのみ確認をされている。年に２回（上

期・下期）の現地調査をされる際に、確認事項を

チェックリスト化し証跡を残されていることは

好感がもてる。そのチェックリストに、減免申請

書と減免に関する報告書類とを突合する等の手

続についても項目を追加されたい。 

（都市計画課） 

減免申請書と減免に関する報告書類とを

突合する等の手続を、現地調査時のチェック

リストに追加する。 

【4-3意見】 

物品管理については、会計規則84条及び島根県

立浜山公園の管理に関する基本協定書21条に物

品の善管注意義務が規定されている。このため、

物品管理台帳の合理性、即ち現物の実査は定期的

に行われるべきである。この点、３年前に会計規

則が改正された際に現物と物品管理台帳の突合

した以降は実査されておらず、現物の実査を定期

的に行うようなルール化はなされていない。施設

の管理物品（レンタル用品を含む）は基本的に県

に所有権が帰属するものであるため、県が直接現

物確認を行う手続が最も好ましいが、少なくとも

指定管理者に物品の定期的な実査を求め、当該状

況を確認する手続は必要であるため、当該手続を

追加すべきと考える。 

（都市計画課） 

現地調査時のチェックリストに、指定管理

者に物品の定期的な実査を求めその状況を

確認する手続きを追加する。 

【4-4指摘事項】 

現場視察の際、物品台帳からは除外済みにも拘

らず約10年以上保管している券売機や、物品台帳

に残存しているが５年以上使用していない測定

機器が発見された。現場に残存している理由は、

いずれも処分コストがかかるため、との説明を受

けている。 

物品管理については、会計規則102条１項に「物

品のうち機能の減退その他の事由により使用に

耐えなくなったものがあるときは、速やかに不用

品決定調書により不用の決定をし、処分について

支出負担行為担当者又は契約担当者に必要な措

置を請求するとともに、物品払出調書により出納

機関に通知しなければならない」とされているた

め、当該規定に違反している。速やかに改善され

たい。 

また、使用可能な物品については、県庁内のサ

イト等により他部局での使用を促すほか、民間へ

（都市計画課） 

使用しなくなった物品については、指定管

理者と連携して適切に処分を行う。 



 

の売却等を含め、可能な限り処分負担を縮減する

努力が望まれる。 

21．島根県立青少年の家 

【1-1意見】 

KPI としている利用者数は適切であるが、定性

的に評価している体験活動の持つ有益性の浸透

については、利用者アンケート結果を素点化する

等により追加 KPIとして定量的に評価が可能と考

えられる。また、成人・企業へのプロモーション

を成果としているが、この部分に対する利用者数

の増減を計れば定量的な評価が可能と考えられ

る。当該指標についても KPIとして設定し、当施

設に対する評価をより具体的に測定すべきであ

る。 

また、事務事業評価において「課題」とされて

いる事項と、「今後の方向性」とされている事項が

２年連続で全く同じ文言となっており、内容的に

は３年以上前から同じ事項が「課題」として指摘

されているにも拘らず、成果に結びつく解決策が

示されていない。当施設が魅力度を増すために、

いつ、何を、誰が、誰に対して、どのようなアプ

ローチで実行するのか、より具体的な検討が望ま

れる。 

 

（社会教育課） 

成人・企業へのプロモーションに対する定

量的な評価指標として挙げられた「成人の年

間利用者数」については、事務事業評価にお

ける KPI「年間利用者数」の内数であるため、

KPI の他に活用する評価指標である「参考デ

ータ・客観的事実」として毎年度データをと

り、成果を検証していくこととした。 

「利用者アンケートの満足度」等の KPIへ

の追加については、KPI として設定すること

の可否も含め、検討を継続する。 

事務事業評価における課題解決・改善に

向けた検討にあたっては、働きかけを行う

対象者を絞り、取組内容を具体化すること

とした。 

【2-1意見】 

当施設は青少年の健全育成を目的とした社会教

育施設であるため、県の施設として安価なサービ

スを県民に提供する責務があるとの見解は理解

できるが、今後ますます厳しくなる県の財政状況

を考えると、受益者負担率Should be値との乖離

は看過できない。現在、当施設の利用料は開設当

初設定されてから事実上改定されておらず、県は

コスト（建設費や運営費など）回収的なアプロー

チによる検討は現在まで具体的には行っていな

い。 

 現在の当施設の施設利用料は、中国地方の公立

社会教育施設と比較して概ね大差はない一方、全

国的には低いと言える。 

仮に当施設の宿泊料を300円程度上げ、その他

の利用料を10%～30%上げた場合、受益者負担率を

７%～10%程度まで引き上げることが可能になろ

う。また、閑散期や平日に地元の高齢者をターゲ

ットとした体験型の取組みの強化、グラウンドの

有料化等によりさらに受益者負担率を引き上げ

ることもできる。 

いずれの公営社会教育施設も社会教育法第3条

を基本に整備されているが、一方で、その運用は

（社会教育課） 

当施設の施設使用料及び宿泊使用料につ

いては、施設使用料の新設・廃止または消費

税改定を除き、平成 19 年度から据置の状況

が続いていた。この度、宿泊使用料について

全国の宿泊棟収容可能人数が同程度の施設

と比較した結果、一般（大学生以上）の宿泊

使用料（冷暖房費・リネン代を含む）につい

て大きな乖離はなかった。したがって、今回、

宿泊使用料の改定は行わないこととするが、

現在徴収していないグラウンド利用料につ

いては、条例に基づき料金設定を行い、有料

化することとする。 

また、学校数、児童・生徒数が減少傾向に

ある中、年間利用者数を増加させるために

は、一般利用者を増やす必要がある。一般利

用者増加施策として企業や高齢者を対象に

した広報活動等の促進を引き続き検討する。 

これらの取組により、利用者一人当たりの

行政コストの低減に向けて努力していく。 



 

各施設で千差万別であることは上記の宿泊料の

違いにも表れており、島根県の施設としてその特

色を生かし、地元利用者や他県からの利用者をど

のようにして増やすか、より具体的な措置により

迅速に収支状況を改善することが望まれる。 

【3-1意見】 

全国的な施設の設置数は、ここ15年程度の減少

傾向が特に顕著となっている。 

一方、隣県と比較した場合、島根県の社会教育

施設数は必ずしも多い状況にない。 

当施設の最近５年間の当施設の利用者数は増

加しているが、20年、30年スパンの長期的な利用

者数はかなり減少していると思われ、中国地方に

おいても、特に市町村立の施設については閉鎖や

宿泊サービスの廃止等の措置を講じた施設もあ

る。今後の人口動静や利用者数、必要性、ニーズ、

運営コスト、追加設備投資額等を踏まえ、県内施

設（少年自然の家）の統廃合も含めた抜本的な検

討に着手すべきと考える。 

（社会教育課） 

青少年の家は宍道湖やゴビウス等の施設

に近いという立地条件を活かし、カッターや

カヌーなどの湖面活動、近隣にある複数の連

携施設を利用した所外活動を特色とした施

設である。 

一方、少年自然の家は宝神山（浅利富士）

の中腹、標高 125m の美しい森林に囲まれた

場所にあるという立地条件を活かし、登山、

フィールドアスレチック、野外炊飯場等の野

外活動を特色とした施設である。 

いずれの施設も、青少年に学習及び交流の

機会を提供することにより心身の健全な育

成を図り、あわせて県民の教養及び文化の向

上を目的とした青少年社会教育施設である

が、子どもたちの直接的な体験活動の機会が

減少していること、価値観が多様化している

状況から、特色を活かした異なる内容のプロ

グラムを提供する両施設の存続の意義は大

きいと考える。 

以上のことから当該施設の統廃合につい

ては考えていない。 

【4-1意見】 

指定管理者制度を導入しても、申請者が継続し

て１社しかない状況が継続した場合、当該制度を

採用する意味が失われることになる。当施設の指

定管理に係る現地説明会には複数社参加するこ

ともあるが、申請者は現在の指定管理者のみの状

況が継続している。また、現地説明会参加者に対

し、県は申請しなかった理由等のヒアリングは行

っていない。説明会参加者は、少なくとも当施設

の管理運営に関心を示していると思われ、県は申

請しなかった理由等のヒアリングを行い、次回の

公募手続きに活かすなど、競争性を確保し、より

質の高い管理運営になるよう工夫されたい。 

（人事課、社会教育課） 

令和元年度実施の指定管理者更新手続き

においては、説明会参加：１者、申請：１者

であったため、ヒアリングの実施対象者はい

ない。次の指定管理者更新手続きにおいて、

複数者の説明会への参加があれば、ヒアリン

グの実施について検討する。 

また、事業者に対する広報等の充実を検討

するとともに、指定管理を行うメリットがよ

り図られるよう、指定管理施設の利用向上に

資する取り組みについて検討する。 

【4-2意見】 

常駐職員のうち、事務職員は指定管理者ととも

に運営にあたっている。この点、県の所管課との

連携が容易になる一方、一般的に県の事務方職員

と指定管理者との業務が重複する可能性がある。

当施設における管理運営業務について質問した

（社会教育課） 

法規上指定管理者に移行できない業務以

外の業務の指定管理者への移管及び人件費

の圧縮をはじめとした業務の合理化・効率化

の方法を検討する。 

教員 OB の再任用は人件費の圧縮に有効で



 

ところ、殆どの回答は指定管理者から得ることが

できた。人手不足、コスト削減要請、働き方改革

等により、業務の抜本的な改革を行う努力が求め

られる昨今、当施設においても現在の受益者負担

率を鑑みれば、例えば業務分掌の変更と、指定管

理者への業務移管等により生じた余剰リソース

を他の部署に転換・活用できないか、積極的に検

討を開始すべきと考える。 

一方、社会教育主事の業務については、研修メ

ニューの作成や利用団体との打ち合わせや広報

活動、インターン対応や主催事業の企画・運営等

多岐に亘り、指摘事項等を発見することができな

かったが、同様に業務内容の効率化、多能工化（場

合によっては事務職との兼務も含め）、教員OBの

再任用による知識・経験の有効活用の拡大等につ

いて検討を開始し、人件費の圧縮により受益者負

担率の改善を目指すことは必要である。 

あると考えるが、社会教育主事の配置は、社

会教育施設や学校現場における人材確保、市

町村からの派遣要望等を考慮して行ってお

り、１施設だけでなく全体のバランスの中で

検討しているため、その中でサン・レイクで

の再任用職員の配置について検討する。 

【4-3意見】 

収支経理管理について、県は業務報告書の確認

のみで、収支管理簿（現金出納帳）や指定管理者

の帳簿の査閲による確認は行っていない。当該手

続のみでは、収支に指定管理外の経費の混入等の

事実があったとしても把握することができない

ため、手続として不十分である。このため、少な

くともサンプルベースで指定管理者の収支管理

簿や帳簿を査閲し、不合理な点がないか否かにつ

いて心証を得る手続を追加すべきである。 

（社会教育課） 

指定管理者における現金管理の状況等に

ついて、実地調査する機会を設け、証跡を残

すよう改める。また、現金残高と帳簿残高の

一致について、指定管理者内で確認結果の証

跡が残されているか確認を行う。 

指定管理料の支出について、指定管理者の

収支管理簿や帳簿類と証拠書類（請求書、領

収書等）をサンプル抽出により突合するな

ど、実地調査を行う。 

【4-4意見】 

減免規定が適切に運用されているかについて、

県は減免対象人数等の確認を行うのみで、減免申

請書等の確認は行っていない。申請書が多いため

確認ができないとのことであるが、牽制のため、

サンプルベースでも申請書の現物を確認し、減免

対象人数、減免額に不合理な点がないか否かにつ

いて、少なくとも年に一度は心証を得る手続を追

加すべきである。 

（社会教育課） 

 指定管理者からの報告書等と減免申請書

等をサンプル抽出により突合し、減免対象

者、人数、減免額等を確認する。 

【4-5指摘事項】 

現場視察の際、破損して使用不能となった物品

の一部が廃棄されずにそのまま残存していると

の説明を受けた。物品管理については、会計規則

84条に物品の善管注意義務が規定されており、ま

た102条１項に「物品のうち機能の減退その他の

事由により使用に耐えなくなったものがあると

きは、速やかに不用品決定調書により不用の決定

をし、処分について支出負担行為担当者又は契約

担当者に必要な措置を請求するとともに、物品払

（社会教育課） 

規定に沿って速やかに不要物品の処分を

行う。 



 

出調書により出納機関に通知しなければならな

い」とされているため、当該規定に沿った処理を

速やかにとるよう、改善されたい。 

22．島根県立少年自然の家 

【1-1意見】 

KPI としている研修者数は適切であるが、定性

的に評価している体験活動の持つ有益性の浸透

については、利用者アンケート結果を素点化する

等により追加 KPIとして定量的に評価が可能と考

えられる。また、成人・企業へのプロモーション

を課題として認識しているが、この部分に対する

利用者数も追加 KPIとして設定すれば定量的な評

価が可能と考えられる。上記指標についても KPI

として設定し、当施設に対する評価をより具体的

に測定すべきである。 

 

（社会教育課） 

成人・企業へのプロモーションに対する定

量的な評価指標として挙げられた「成人の年

間利用者数」については、事務事業評価にお

ける KPI「年間利用者数」の内数であるため、

KPI の他に活用する評価指標である「参考デ

ータ・客観的事実」として毎年度データをと

り、成果を検証していくこととした。 

「利用者アンケートの満足度」等の KPIへ

の追加については、KPI として設定すること

の可否も含め、検討を継続する。 

【2-1意見】 

当施設は青少年の健全育成を目的とした社会

教育施設であるため、県の施設として安価なサー

ビスを県民に提供する責務があるとの見解は理

解できるが、今後ますます厳しくなる県の財政状

況を考えると、受益者負担率 Should be値との乖

離は看過できない。現在、当施設の入館料は開設

当初設定されてから事実上改定されておらず、県

はコスト（建設費や運営費など）回収的なアプロ

ーチによる検討は現在まで具体的には行ってい

ない。 

現在の当施設の施設利用料は、中国地方の公立

社会教育施設と比較して概ね大差はない一方、全

国的には低いと言える。 

仮に当施設の宿泊料を 300円程度上げ、その他

の利用料を 10%～30%上げた場合、受益者負担率 

を７%～10%程度まで引き上げることが可能にな

ろう。また、閑散期や平日に地元の高齢者をター

ゲットとした体験型の取組みの強化、成人・企業

団体への効果的な PR によりさらに受益者負担率

を引き上げることもできる。 

いずれの公営社会教育施設も社会教育法第３

条を基本に整備されているが、一方で、その運用

は各施設で千差万別であることは上記の宿泊料

の違いにも表れており、島根県の施設としてその

特色を生かし、地元利用者や他県からの利用者を

どのようにして増やすか、より具体的な措置によ

り迅速に収支状況を改善することが望まれる。 

（社会教育課） 

当施設の施設使用料及び宿泊使用料につ

いては、施設使用料の新設・廃止または消費

税改定を除き、平成 19 年度から据置の状況

が続いていたが、この度、宿泊使用料につい

て全国の宿泊棟収容可能人数が同程度の施

設と比較した結果、一般（大学生以上）の宿

泊使用料（冷暖房費・リネン代を含む）につ

いて、大きな乖離はなかった。したがって、

今回、宿泊使用料の改定は行わないこととす

る。 

また、学校数、児童・生徒数が減少傾向に

ある中、年間利用者数を増加させるために

は、一般利用者を増やす必要がある。一般利

用者増加施策として企業や高齢者を対象に

した広報活動等の促進を引き続き検討する。 

これらの取組により、利用者一人当たりの

行政コストの低減に向けて努力していく。 

【3-1意見】 

全国的な施設の設置数は、ここ 15 年程度の減

少傾向が特に顕著となっている。 

（社会教育課） 

青少年の家は宍道湖やゴビウス等の施設

に近いという立地条件を活かし、カッターや



 

一方、隣県と比較した場合、島根県の社会教育

施設数は必ずしも多い状況にない。 

最近５年間の当施設の利用者数は減少傾向に

あり、20 年、30 年スパンの長期的な利用者数も

かなり減少していると思われ、中国地方において

も、特に市町村立の施設については閉鎖や宿泊サ

ービスの廃止等の措置を講じた施設もある。 

今後予想される利用者の減少、県の東西を結ぶ

高速道路の開通、後述する修繕費等費用負担の増

大、大田市にある国立三瓶青少年交流の家の動向

等を踏まえ、島根県立青少年の家（サン・レイク）

との統合を含めた抜本的な検討を開始すべきと

考える。 

カヌーなどの湖面活動、近隣にある複数の連

携施設を利用した所外活動を特色とした施

設である。 

一方、少年自然の家は宝神山（浅利富士）

の中腹、標高 125m の美しい森林に囲まれた

場所にあるという立地条件を活かし、登山、

フィールドアスレチック、野外炊飯場等の野

外活動を特色とした施設である。 

いずれの施設も、青少年に学習及び交流の

機会を提供することにより心身の健全な育

成を図り、あわせて県民の教養及び文化の向

上を目的とした青少年社会教育施設である

が、子どもたちの直接的な体験活動の機会が

減少していること、価値観が多様化している

状況から、特色を活かした異なる内容のプロ

グラムを提供する両施設の存続の意義は大

きいと考える。 

以上のことから当該施設の統廃合につい

ては考えていない。 

【3-2意見】 

旧本館は現在創作棟として利用されており、一

部の設備（旧浴室等）は薪や創作部材の乾燥室や

倉庫にしているが、老朽化が目立ち、安全性にも

不安がある。さらに、体育館にも早急に修繕が必

要な箇所が見受けられるが、修繕する場合の金額

的負担は大きい。島根県内の公の社会教育施設と

しては大田市に国立三瓶青少年交流の家、出雲市

には島根県立青少年の家（サン・レイク）が設置

されており、今後の利用者数減少及び県東西をつ

なぐ高速道路の開通による交通の利便性向上な

どを考慮したうえで、施設の改廃及び閑散期の閉

鎖等を含めた抜本的な検討が望まれる。 

（社会教育課） 

施設の老朽化が進んでおり、修繕に係る金

銭的負担は大きくなっているが、修繕につい

ては総務部管財課において、劣化の状況、対

人危険度、利用障害度等を評価した「維持保

全計画（優先度得点表）」に基づき計画的に実

施することにより、修繕工事費用の効果の最

大化が図られている。なお、言及のあった体

育館の床の修繕については、上記計画に基づ

き、Ｒ２年度に実施予定。 

また、施設の必要性については、上記意見

（３－１）に対する方向性で述べたとおりで

あり、施設の統廃合は考えていない。 

冬期は、宿泊研修者数が春～秋期と比較す

ると減少するが、主催事業として小学生を対

象とした宿泊研修を実施するほか、日帰り利

用者の継続的な受入がある。 

また、受入が比較的少ない時期にも、不定

期の利用申込みがあるほか、施設の職員は次

年度の入所団体の調整（スムーズな運営のた

め）、プログラム研修（指導の質の向上のた

め）、施設整備（プログラムを安全に実施する

ため）等を行っているため、施設の完全な閉

鎖は困難と考える。 

【4-1意見】 

当施設は、上記で述べたように、あくまで学校

教育の一環であるとの理由から指定管理者制度

（社会教育課） 

指定管理制度導入の是非について再検討

する。 



 

は導入せず、県直営施設とされている。 

しかし、住民サービスの向上や経費削減を図る

観点で設けられている指定管理者制度をあえて

採用しないのであれば、採用しない根拠を明確に

しておく必要がある。県は、直営の理由を学校教

育の一環であるとしているが、一方で同種の施設

である青少年の家（サン・レイク）は指定管理制

度を採用しており、県の立場として一貫性に欠け

る。また、社会教育施設の運営費は学校教育とは

異なり、県の一般財源が基礎となっている点で事

情が異なる。 

 以上より、サービス面及びコスト面の双方から

直営とした場合と指定管理者制度を採用した場

合とを再度比較し、処理を合わせることを検討さ

れたい。 

【4-2意見】 

県は、当施設の管理補助業務について、公益財

団法人しまね文化振興財団に対して随意契約に

よる業務委託を行っている理由について、社会教

育施設の整備管理は、教育研修プログラムに対応

させて臨機応変に対応できるノウハウが必要で

あり、これができるのは昭和 50 年開所以来、長

年、県と一緒になって学校教育における特別活動

を担いながら施設の維持管理や運営業務、自然及

び野外活動等の自主事業を行い、自然環境、施設

設備について熟知している公益財団法人しまね

文化振興財団の他にないとしている。 

 一般に随意契約とする際には、その必要性があ

る場合に限定されるべきである。従って、その原

因が「特殊なノウハウや専門性」が本当に特定の

団体に限定されるのか等について、他都市の事例

や民間事業者へのサウンディングを行い、十分に

検証し、当該検証の経緯や証跡を保存する必要が

ある。さらに、最終的には第三者委員会やワーキ

ンググループ等により自治体等の特性を踏まえ、

第三者委員会等による検討を経る等の手続も有

効と考えられる。 

 県が本件について随意契約としている根拠は、

地方自治法施行令第 167 条の２第２号において

「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体

が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に

使用させるため必要な物品の売払いその他の契

約でその性質又は目的が競争入札に適しないも

のをするとき」とされていることにあると考えら

れる。しかし、随意契約は同条において限定列挙

されており、同条に合致するか否かは厳格に運用

（社会教育課） 

指定管理制度導入の是非にあわせて、管理

補助業務の契約方法について検討する。 



 

すべきと考えられ、ノウハウの蓄積は理解できる

が、それのみで同条に合致しているとするには不

十分で、むしろ当該課題解決のための施策やアイ

デアを入り口から遮断することの方が県民の利

益に反すると考える。 

 従って、「随意契約」とするに足る十分な根拠と

手続を改めて具備するよう、或いは競争入札に変 

更するよう、運用を改められたい。また、そもそ

も上記≪直営にすることについて≫の問題もあ

るため、合わせて検討されたい。 

【4-3意見】 

収支経理管理について、県は業務報告書の確認

のみで、収支管理簿（現金出納帳）や委託先の帳

簿の査閲による確認は行っていない。当該手続の

みでは、収支に委託先外の経費の混入等の事実が

あったとしても把握することができないため、手

続として不十分である。このため、少なくともサ

ンプルベースで委託先の収支管理簿や帳簿を査

閲し、不合理な点がないか否かについて心証を得

る手続を追加すべきである。 

（社会教育課） 

管理補助業務委託者における現金管理の

状況等について、実地調査する機会を設け、

証跡を残すよう改める。また、現金残高と帳

簿残高の一致について、管理補助業務委託者

内で確認結果の証跡が残されているか確認

を行う。 

委託料の支出について、管理補助業務委託

者の収支管理簿や帳簿類と証拠書類（請求

書、領収書等）をサンプル抽出により突合す

るなど、実地調査を行う。 

【4-4意見】 

減免規定が適切に運用されているかについて、

県としては減免申請書綴りを月次毎に担当者が

内容を確認し、課長がその合理性を確認している

が、条例、仕様書に則り減免事務が正しく行われ

ているか否かについて現場確認等は行っていな

い。牽制のため、サンプルベースでも条例、仕様

書に則り減免事務が正しく行われているか否か

について確認し、少なくとも年に一度は心証を得

る必要がある。 

（社会教育課） 

管理補助業務委託者からの報告書等と減

免申請書等をサンプル抽出により突合し、減

免対象者、人数、減免額等を確認する。 

【4-5指摘事項】 

現場視察の際、破損して使用不能となった物品

の一部が廃棄されずにそのまま残存していると

の説明を受けた。物品管理については、会計規則

102条 1 項に「物品のうち機能の減退その他の事

由により使用に耐えなくなったものがあるとき

は、速やかに不用品決定調書により不用の決定を

し、処分について支出負担行為担当者又は契約担

当者に必要な措置を請求するとともに、物品払出

調書により出納機関に通知しなければならない」

とされているため、規則違反の状況にある。当該

規定に沿って処理するよう。速やかに改善された

い。 

（社会教育課） 

規定に沿って速やかに不要物品の処分を

行う。 

23．島根県立古代出雲歴史博物館 

【2-1意見】 

 

（文化財課） 



 

当施設は古代出雲をテーマにした、県全体、特

に県東部エリアの代表的な観光資源の一つであ

るため、県の施設として安価なサービスを県民に

提供する責務があるとの見解は理解できるが、今

後ますます厳しくなる県の財政状況を考えると、

受益者負担率 Should be値との乖離は看過できな

い。この点、他の類似施設と比較すると、入館料

については、国内の他の博物館と比して遜色ない

水準にあるといえるが、入館者数は相対的に多い

とはいえない。遷宮効果が薄れているとはいえ、

当施設は観光資源として圧倒的な人気を誇る出

雲大社に隣接している。またその他にも、日御碕、

道の駅キララ多岐、島根ワイナリーは当施設より

も観光入込客延べ数が多い。これらの人気拠点の

入込客を十分に当施設に呼び込めていない点は

県も既に課題として挙げているが、効果的な措置

が取れていない。 

また県は、県内入館者数、さらに若年層の入館

者数が伸び悩んでいることも課題として挙げて

おり、館内展示の一部は出雲大社が縁結びの神で

あることについて関連書物を分かりやすく展示

する一角が設けられている。出雲大社が若い女性

層の参拝者を増やしている状況等を鑑みると、こ

の層に十分にリーチできていない可能性があり、

複数の博物館ランキング調査で高評価を得てい

る一方、ベンチマークとした施設には、小規模で

あっても増客に成功している施設もある。入館者

を増やすため、より効果的なプロモーションを適

時・戦略的に実行に移し、増客に努めることが望

まれる。 

入館者数も、他の都道府県立の歴史分野の

博物館と比較すれば遜色ない水準にある。た

だし、隣接する出雲大社周辺への入込客が十

分に取り込めていないことから、誘客業務を

委託している指定管理者とも連携して効果

的な誘客対策を検討する。 

また、学校利用の増加のための働きかけや

イベント開催の工夫、歴博の魅力を伝えるた

めの有効な広報及び誘客などについても指

定管理者とも連携して効果的な対策を検討

し、県内外からの増客に努める。 

これらの取組により、利用者一人当たりの

行政コストの低減に向けて努力していく。 

【4-1意見】 

常駐職員のうち、事務職員は指定管理者ととも

に運営にあたっている。この点、県の所管課との

連携は容易になる一方、一般的に県の事務方職員

と指定管理者との業務が重なる事態が生じる可

能性がある。当施設における管理運営業務につい

て質問したところ、基本的な回答は指定管理者か

ら得ることができた。人手不足、コスト削減要請、

働き方改革等により、業務の抜本的な改革を行う

努力が求められる昨今、当施設においても現在の

受益者負担率を鑑みれば、例えば次のような業務

分掌の変更・指定管理者への業務移管等により事

務職員を必要最小限に抑え、これにより生じた余

剰リソースを他の部署に転換・活用するなど、思

い切った業務改善を進めるべきと考える。 

（文化財課） 

事務職員については、県が行う業務と指定

管理に委託する業務を整理して、現在の分担

としている。県外展の開催とメンテナンス事

業を実施するため増員しているが、通常期は

２名体制で業務を行っており、必要最小限の

人員数と認識している。 

学芸員については、各専門分野において必

要最小限の職員を配置して業務にあたって

おり、他分野事務や学芸部門の事務も行って

いる。学芸員 OB の再任用については、これ

までも活用してきており、今後も有効活用し

ていきたい。 

【4-2意見】 （文化財課） 



 

物品管理については、会計規則 84 条に物品の

善管注意義務が規定されている。このため、物品

管理台帳の合理性、即ち現物の実査は定期的に行

われるべきであり、現物の実査が全くなされてい

ない状況は同規定遵守上問題がある。県が直接現

物確認手続を行うか、指定管理者に物品の現物確

認を求め、当該結果を、確認する手続のいずれか

は必要である。 

指定管理者に物品の現物確認を求め、当該

結果を確認する。 

24．島根県立古墳の丘古曽志公園 

【1-1意見】 

「古代の文化遺産の保存と活用を図り、県民の

古代文化についての理解と認識を深める」という

目的に鑑みると、KPI としている事故発生件数は

目的整合性の点で適切ではないと考えられる。確

かに、公園という側面を考慮すれば事故発生件数

も最低限必要な要素であると考えられるが、県民

の古代文化への理解・知識の浸透については、利

用者アンケート結果を素点化する等により追加

KPI として定量的に評価が可能と考えられる。上

記指標についても KPIとして設定し、当施設に対

する評価をより具体的に測定すべきである。 

 

（文化財課） 

古曽志公園には常駐職員の配置はなく、ア

ンケート用紙は駐車場トイレ内に設置して

いる状況である。 

このため、回収率が低く、追加 KPIとして

の設定はしないものの、アンケートの回答内

容については引き続き施設修繕など適宜運

営に活用し、今後も施設利用者の満足度向上

のために活かしていく。 

【2-1意見】 

当施設に含まれる古墳は、文化財保護法におけ

る「文化財」に該当するものであり、貴重な国民

的財産であり、全国的に見ても無料としている施

設が多い。一方で、野外ステージについては県の

施設として安価なサービスを県民に提供する責

務があるとの見解は理解できるが、今後ますます

厳しくなる県の財政状況を考えると、受益者負担

率 Should be値との乖離は看過できない。 

この点、近隣の他の野外音楽堂の使用料と比較

した場合、同規模の野外音楽堂と比較して、当施

設の使用料が特別低廉なものであるとはいえな

い。にもかかわらず、当施設の受益者負担率が

0.1％程度（年間収入数万円）となっているのは、

利用件数が年間数件しかないことに起因してい

る。県内外へのプロモーションの強化等により利

用件数の増加を図ることが望まれる。 

そのうえで、県は現状の当施設の特性や性格を

踏まえ、あるべき受益者負担割合を設定し、使用

料収入と行政コストとを勘案して使用料を設定

することが望ましい。また、設定した受益者負担

割合と上記収支状況を継続してモニタリングし、

乖離状況が大きくなった場合にはその都度使用

料を設定する、或いは規模の縮小等の抜本的なコ

スト削減策も合わせて検討すべきである。 

（文化財課） 

野外ステージの利用については、指定管理

者と連携して、音楽団体へのプロモーション

や地元団体への働きかけ、ホームページの充

実による情報発信など利用件数を増やして

いく取組を検討する。 

また、使用料は、類似する県有施設と比較

しても同水準であり、引き上げは利用件数の

減少につながるおそれもあることから現状

を維持しつつ、情報発信等による利用促進を

図る。 

これらの取組により、利用者一人当たりの

行政コストの低減に向けて努力していく。 



 

【3-1意見】 

 当施設内にある古曽志大塚古墳群は８基の古

墳からなり、公園内には大型の円墳である１号墳

と、方墳３基（２～４号墳）が存在しており、遺

存状態は良好で、盗掘を受けた痕跡もなく、埋葬

施設が完全に残っている可能性が高いとされて

いる。特に１号墳は直径 49mの大型円墳であり、

葺石や埴輪が認められ、５世紀前半の築造と推測

されている。また、１号墳は円墳では県内第２位

の大きさで、同程度の規模の古墳は既に国指定史

跡や県指定史跡となっているものがあり、極めて

貴重な「文化財」であるにもかかわらず、島根県

文化財保護条例における島根県指定史跡として

認定されていない。 

 古代の文化遺産の保存と活用を図り、県民の古

代文化についての理解と認識を深めるために当

古墳が重要であると島根県が認識しているので

あれば、速やかに所定の手続きを経て島根県文化

財保護条例における「県指定史跡名勝天然記念

物」として指定しその保護を図る必要がある。こ

のことにより当古墳を残すことについての県民

への説明にも資するものと考えられる。 

（文化財課） 

関係機関と調整のうえ、古墳の適切な保護

が図られるよう取り組む。 

【3-2意見】 

当施設の野外ステージは年数回程度の利用し

かないが、当該設備の維持のために年間約１百万

円～２百万円程度の修繕経費がかかっており、安

全性を確保するための費用もかかっている。野外

ステージの利用料収入が見込めない場合には閉

鎖も視野に入れ、あり方について改めて検討され

るべきと考える。 

（文化財課） 

指定管理者と連携して、各種団体や施設へ

の営業展開を行うなど、引き続き、利用件数

を増やしていく取組みを実施していく。 

【4-1意見】 

指定管理者の当施設の管理に関わる収支報告

書における事務費等の中に、税理士報酬が含まれ

ていた。税理士報酬は直接当該指定管理業務に必

要な経費であるとはいえず、指定管理料の積算上

も考慮されていない。指定管理料は既に決定され

た額であり、その指定管理料をどう使うかはある

程度指定管理者の裁量に委ねられるものではあ

るが、指定管理に直接関連しない経費が指定管理

業務の収支報告書に記載されるのは適切ではな

い。県としても収支計算書の支出内容のチェック

を厳密に行う必要がある。 

（文化財課） 

県が指定管理者の支払内容のチェックを

行い、収支計算書への記載内容については指

示する。 

また、収支管理簿や指定管理者の帳簿の現

物確認を行い、適切な経理管理が図られるよ

う指導していく。 

25．島根県立八雲立つ風土記の丘 

【1-1意見】 

KPI としている入館者数は適切であるが、事務

事業評価上の課題として入館者（来場者）の満足

 

（文化財課） 

近年の利用者アンケートの結果としては、

「たいへん良かった」、「良かった」の割合が



 

度向上を挙げており、その成果としての県民文化

向上への浸透については、利用者アンケート結果

を素点化する等により追加 KPIとして定量的に評

価が可能と考えられる。上記指標についても KPI

として設定し、当施設に対する評価をより具体的

に測定すべきである。 

9割を超えている状況である。 

よって、追加 KPIとして設定はしないもの

の、いただいたアンケートの回答内容につい

ては引き続き展示方法の改善など適宜運営

に活用し、今後も入館者の満足度向上のため

に活かしていく。 

【2-1意見】 

当施設は島根固有の文化財である「出雲国風土

記」等の古代文化を活用し、文化財等の管理・展

示のほか、普及活動、調査研究を行っている施設

であるため、県の施設として安価なサービスを県

民に提供する責務があるとの見解は理解できる。

一方、コスト回収的なアプローチによる入館料の

検討は現在まで具体的には行っていない。なお、

監査人が収集した、同種施設の入館料等のベンチ

マークから見ると、入館料を比較する場合、その

他の同規模の施設と比較して当施設の入館料が

「安すぎる」印象はない。ただし、今後ますます

厳しくなる県の財政状況を考えると、上記の受益

者負担率 Should be値との乖離は看過できない。

当施設の場合、入館料がベンチマークと比較して

概ね合理的である可能性が高く、従って入館者数

を相当程度伸ばさないと、あるべき受益者負担率

には到達しないことが想定される。 

このため、県は現状の当施設の特性や性格を踏

まえ、あるべき受益者負担割合を設定し、入館料

収入と行政コストとを勘案して個別の入館料を

設定することが望ましい。また、設定した受益者

負担割合と上記収支状況を継続してモニタリン

グし、乖離状況が大きくなった場合にはその都度

入館料を改定する、或いは規模の縮小等の抜本的

なコスト削減策も併せて検討すべきである。 

（文化財課） 

当施設は、地内に所在する全国的に著名な

史跡等の保存・管理、調査・研究、普及啓発

を担っており、入館料は、誰もが利用しやす

い料金水準が望ましく、県内外の類似施設と

比較しても概ね平均的な水準であることか

ら現状を維持する。 

一方で、ガイドプログラムのメニュー化や

親子連れ来場者への魅力的なコンテンツの

提供、学校向けメニューの充実に加え、広報

の強化を検討することにより、利用者一人当

たりの行政コストの低減に向けて努力して

いく。 

【4-1意見】 

当施設の公募状況については１期目から公益

財団法人しまね文化振興財団が選定されており、

説明会参加者も２期以降は当該財団のみである。

指定管理者制度導入以前からも同財団に管理を

委託しており、申請者が継続して１社しかない状

況が継続した場合、当該制度を採用する意味が失

われることになる。 

 この要因としては、学芸員の設置が義務付けら

れていることや、県内には当施設の設置目的に沿

った業務を遂行できる民間業者が少ないこと、収

支が非常に厳しく、収支がとれにくい事業構造が

原因と考えられる。学芸員の設置義務が付されて

いること以外、当施設の指定管理の受託について

（人事課、文化財課） 

松江市の大庭・竹矢地区は、全国的に著名

な史跡や文化財が多数集中する古代出雲文

化発祥の地である。 

その中心にある八雲立つ風土記の丘は、地

内に所在する史跡や発見された歴史資料な

どの保存・管理、調査研究、展示、教育普及

活動などを一体的に担っており、古代出雲の

魅力や価値を知る上で必要不可欠な施設で

ある。 

当該施設では重要文化財「見返りのシカ埴

輪」などの重要出土品の展示・管理及び、史

跡のガイダンスなどを行うために、文化財に

関する専門的な知識を有する学芸員の配置



 

は特段の特殊業務は含まれていないと考えられ

るため、間口を広げる努力は可能と考えられ、県

は県内外から幅広く申請が可能となるような措

置を検討されたい。一例として、学芸員部門や展

示施設・展示品等の一部又は全部を島根県立古代

出雲歴史博物館に移管することで当施設の収支

を改善し、結果として他からの申請がしやすくな

ることを期待することが考えられる。 

を必須としている。 

史跡等の保存・管理においても、岩屋後古

墳や安部谷古墳群などの開口した石室や横

穴墓などのモニタリングや、山代二子塚の露

出した土層のメンテナンス等の特殊業務を

行うために学芸員の配置が必要である。 

以上のことから、展示施設・展示品は周辺

の史跡等と一体的に公開・活用していく必要

があり、また、歴史資料等の展示・公開等及

び史跡の適切な保存・管理を総合的に行うた

め、学芸部門と管理部門の一括指定管理委託

が必要である。 

一方で、指定管理者の選定にあたっては、

本県では、県内産業経済活動の活性化及び地

域に密着した施設運営などの観点から、指定

管理者への応募資格は県内に主たる事務所

を置く又は置こうとする事業者に限定して

いる。今後は、多くの事業者から応募がなさ

れるよう、広報等の充実を検討するととも

に、指定管理を行うメリットがより図られる

よう、指定管理施設の利用向上に資する取組

について検討する。 

【4-2意見】 

収支経理管理について、県は業務報告書の確認

のみで、収支管理簿（現金出納帳）や指定管理者 

の帳簿の査閲による確認は行っていない。当該手

続のみでは、収支に指定管理外の経費の混入等の 

事実があったとしても把握することができない

ため、手続として不十分である。このため、少な

くともサンプルベースで指定管理者の収支管理

簿や帳簿を査閲し、不合理な点がないか否かにつ

いて心証を得る手続を追加すべきである。 

（文化財課） 

収支管理簿（現金出納帳）・各種帳簿・証拠

書類（請負書、領収書等）をサンプルベース

で突合するなどして、現物確認を行いなが

ら、適切に経理管理がなされているかどうか

確認していく。 

【4-3意見】 

減免規定が適切に運用されているかについて、

県は減免対象人数等の確認を行うのみで、減免申

請書等の確認は行っていない。運用は指定管理者

に任せているとのことであるが、牽制のため、サ

ンプルベースでも申請書の現物を確認し、減免対

象人数、減免額に不合理な点がないか否かについ

て、少なくとも年に一度は心証を得る手続を追加

すべきである。 

（文化財課） 

指定管理者からの報告書等と減免申請書

等とを突合し、適切に減免規定が運用されて

いるかどうか確認していく。 

【4-4指摘事項】 

交換部品の製造が終了したことにより機能不

全になった展示設備の一部が廃棄されずにその

まま残存しているとの説明を受けた。物品管理に

ついては、会計規則 84 条に物品の善管注意義務

（文化財課） 

使用不能となった設備については、速やか

に処理を行っていく。 



 

が規定されており、また 102条１項に「物品のう

ち機能の減退その他の事由により使用に耐えな

くなったものがあるときは、速やかに不用品決定

調書により不用の決定をし、処分について支出負

担行為担当者又は契約担当者に必要な措置を請

求するとともに、物品払出調書により出納機関に

通知しなければならない」とされているため、当

該規定に沿った処理を速やかにとるよう、改善さ

れたい。 

 


